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は
じ
め
に

明
治
初
期
の
北
海
道
に
お
い
て
、
開
拓
使
や
そ
れ
に
続
く
三
県
は
河
川
の
サ
ケ
漁
に
対
す

る
規
制
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
サ
ケ
は
産
物
と
し
て
大
い
に
見
込
み
が
あ
る
と
の
認
識
に
立

ち
、
製
品
化
や
漁
獲
量
増
加
を
積
極
的
に
図
っ
た
こ
と
が
、
こ
う
し
た
規
制
の
背
景
に
あ
っ

た（
1
）。
開
拓
使
や
三
県
は
こ
の
時
期
、
米
国
を
見
本
と
し
た
サ
ケ
の
人
工
孵
化
技
術
の
導

入
を
模
索
し
続
け
て
も
い
た
。
自
然
界
に
存
在
す
る
生
物
で
あ
る
サ
ケ
に
対
し
て
人
為
的
な

働
き
か
け
を
強
め
て
い
く
過
程
が
進
行
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る（
2
）。

本
稿
で
は
、
こ
の
時
期
の
河
川
で
の
サ
ケ
漁
規
制
に
関
わ
る
諸
法
規
の
な
か
で
、

一
八
七
六
年
八
月
二
十
八
日
開
拓
使
乙
第
九
号
布
達
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
制
定
過
程
と
そ

れ
が
引
き
起
し
た
波
紋
に
つ
い
て
事
実
関
係
を
整
理
し
、
問
題
点
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
指

す
。
サ
ケ
漁
規
制
の
制
度
史
を
た
ど
る
と
き
、
こ
の
布
達
は
北
海
道
全
体
の
河
川
を
対
象
と

し
て
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
漁
と
夜
間
の
漁
を
禁
止
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。「
テ
ス

網
」
は
ア
イ
ヌ
語
の
テ
ㇱ
（tes

）
に
対
応
す
る
語
だ
。
テ
ㇱ
は
、
川
の
流
路
を
横
断
す
る

よ
う
に
木
の
枝
な
ど
で
柵
状
の
構
造
物
を
作
っ
て
サ
ケ
の
進
路
を
遮
り
、
小
ぶ
り
の
網
で
す

く
う
な
ど
し
て
漁
獲
す
る
漁
法
を
指
す（
3
）。

私
は
以
前
、
こ
の
時
期
の
河
川
で
の
サ
ケ
漁
規
制
と
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

個
々
の
河
川
を
取
り
上
げ
る
形
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
石
狩
川
の
支
流
で
あ
る
千
歳
川
、

道
南
の
噴
火
湾
に
注
ぐ
遊
楽
部
川
、
道
東
の
十
勝
川
の
三
つ
の
河
川
だ（
4
）。
こ
れ
ら
の
個

別
研
究
に
よ
っ
て
、
サ
ケ
漁
規
制
や
サ
ケ
「
繁
殖
保
護
」
の
た
め
の
諸
施
策
（
種
川
法
や
人

工
孵
化
事
業
）
の
展
開
過
程
に
つ
い
て
、
河
川
ご
と
の
多
様
性
を
ふ
ま
え
た
理
解
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
た
が
、
な
お
課
題
を
残
し
て
い
る
と
感
じ
る
。
た
と
え
ば
次
の
三
つ
の
よ
う
な

課
題
だ
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
三
河
川
に
つ
い
て
の
研
究
だ
け
で
は
、
北
海
道
内
に
多
数
あ
る
河
川
の

多
様
性
に
は
応
え
き
れ
て
お
ら
ず
、
他
の
河
川
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
個
別
研
究
を
重
ね
る
必

要
が
あ
る
。
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
個
別
研
究
の
対
象
時
期
は
せ
い
ぜ
い
十
九
世
紀
末
ま
で
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
先
住
民
族
と
の
関
係
や
生
物
資
源
管
理
な
ど
、
河
川
に
お
け
る
サ
ケ
漁

規
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
は
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
時
期
の

検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
全
道
に
適
用
さ
れ
た
個
々

の
法
令
に
つ
い
て
は
、
研
究
対
象
と
し
た
個
別
河
川
の
サ
ケ
漁
に
与
え
た
影
響
を
検
討
す
る

の
に
集
中
し
が
ち
で
、
そ
の
法
令
が
な
ぜ
そ
の
時
に
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
制
定
に

至
っ
た
の
か
と
い
っ
た
面
に
は
踏
み
込
め
て
い
な
い
。
本
稿
は
主
に
こ
の
第
三
の
課
題
に
応

え
よ
う
と
す
る
も
の
だ
。

井
上
勝
生
「
内
村
鑑
三
と
石
狩
川
サ
ケ
漁
、
ア
イ
ヌ
民
族
」（
以
下
井
上
論
文
）
は
こ
の

課
題
に
関
わ
っ
て
重
要
な
問
題
提
起
を
し
て
い
る（
5
）。
井
上
論
文
の
多
岐
に
わ
た
る
論
点

の
う
ち
、
本
稿
に
と
っ
て
特
に
重
要
な
の
は
、
一
八
七
六
年
八
月
二
十
八
日
開
拓
使
乙
第
九

号
布
達
は
、
漁
場
持
廃
止
を
内
容
と
す
る
同
年
九
月
二
十
一
日
乙
第
十
号
布
達
に
先
立
っ
て

ア
イ
ヌ
民
族
の
サ
ケ
漁
を
規
制
し
た
も
の
で
、
両
者
の
関
連
を
無
視
し
て
前
者
の
目
的
を

「
資
源
保
護
」
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
の
主
張
だ
。
漁
場
持
廃
止
と
は
、
一
八
六
九

年
十
月
に
開
拓
使
が
そ
れ
ま
で
の
場
所
請
負
人
を
漁
場
持
と
改
称
し
て
各
場
所
の
経
営
を
続

け
さ
せ
て
い
た
も
の
を
、
全
面
的
に
廃
止
し
た
も
の
だ（
6
）。
私
自
身
、
開
拓
使
に
よ
る
狩

猟
規
制
や
サ
ケ
漁
規
制
に
生
物
資
源
の
管
理
と
い
う
性
格
を
見
て
と
っ
て
研
究
を
重
ね
る
一
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方
で
、
同
時
期
に
進
行
し
て
い
た
場
所
請
負
制
か
ら
漁
場
持
へ
の
移
行
、
そ
の
解
体
と
い
う

問
題
に
は
あ
ま
り
関
心
を
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
、
井
上
論
文
の
こ
の
指
摘
に
は
痛
い
と

こ
ろ
を
衝
か
れ
た
思
い
が
す
る
。
た
だ
し
、
井
上
論
文
は
こ
れ
ら
の
布
達
の
具
体
的
な
制
定

過
程
な
ど
に
踏
み
込
ん
で
史
料
を
検
討
し
て
は
お
ら
ず
、
本
稿
を
含
む
後
続
の
研
究
が
ど
う

応
え
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

な
お
、
井
上
論
文
に
は
「
テ
ス
網
」
漁
や
夜
漁
の
禁
止
は
「
資
源
保
護
」
を
目
的
と
し
た

も
の
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
受
け
と
れ
る
記
述
が
混
じ
る
。
議
論
の
整

理
の
た
め
に
あ
え
て
単
純
化
し
て
述
べ
る
と
、
私
自
身
は
こ
の
布
達
を
含
め
開
拓
使
や
三
県

の
一
連
の
措
置
に
つ
い
て
「
資
源
保
護
」
で
は
な
く
て

0

0

0

先
住
民
族
の
生
業
否
定
な
の
だ
、
と

い
っ
た
枠
組
み
で
論
じ
る
こ
と
に
は
抵
抗
を
感
じ
る
。「
繁
（
蕃
）
殖
保
護
」
な
ど
を
目
的

と
し
た
政
策
や
制
度
が
先
住
民
族
の
生
業
活
動
を
侵
害
す
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
、
と
の
認

識
に
立
ち
、
そ
の
構
造
を
解
き
明
か
し
た
い
、
と
い
う
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
も
ち
ろ
ん
「
繁
殖
保
護
」
と
い
っ
た
表
看
板
を
掲
げ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
制
度
や

政
策
が
生
物
資
源
の
持
続
的
な
利
用
に
有
効
だ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
有
効
性
を
多
角

的
に
検
証
す
る
こ
と
も
目
指
し
た
い
。

一
　
布
達
の
特
徴
と
疑
問
点

一
八
七
六
年
八
月
二
十
八
日
開
拓
使
乙
第
九
号
布
達
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
（
以
下
、

読
点
は
引
用
者
に
よ
る
）（
7
）。

鮭
漁
中
テ
ス
網
ヲ
以
川
流
ヲ
張
切
候
義
ハ
、
上
流
漁
業
ノ
妨
タ
ル
ハ
勿
論
、
魚
苗
減
耗

ノ
大
害
ニ
有
之
、
既
ニ
一
般
差
止
置
候
処
、
根
室
支
庁
管
下
ハ
未
タ
更
正
無
之
趣
ニ
付
、

自
今
テ
ス
網
張
切
並
夜
中
ノ
鮭
漁
ハ
一
切
禁
止
候
条
、
此
旨
布
達
候
事

河
川
に
お
け
る
サ
ケ
漁
の
う
ち
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
も
の
と
夜
間
の
漁
を
禁
止
す
る
こ
と

を
定
め
て
い
る
。「
テ
ス
網
」
禁
止
の
理
由
と
し
て
は
、
上
流
漁
業
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
と

「
魚
苗
減
耗
ノ
大
害
」
で
あ
る
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
る
。

だ
が
布
達
の
文
面
は
、
こ
う
要
約
し
た
内
容
を
ま
っ
す
ぐ
に
述
べ
て
は
い
な
い
。
い
く
つ

か
引
っ
か
か
り
を
覚
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る（
8
）。
以
下
、
三
つ
の
点
に
つ
い
て
記
す
。

（
一
）「
テ
ス
網
」
は
す
で
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
か

引
っ
か
か
り
の
一
つ
め
は
、「
既
ニ
一
般
差
止
置
候
処
」
の
部
分
だ
。「
テ
ス
網
」
に
よ
る

河
川
で
の
サ
ケ
漁
は
す
で
に
一
般
に
禁
止
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
認
識
は
正
し
い
の
だ

ろ
う
か
。

今
回
改
め
て
開
拓
使
の
布
令
類
を
め
く
っ
て
み
た
が
、「
テ
ス
網
」
漁
禁
止
を
定
め
た
も

の
は
や
は
り
見
当
ら
な
い
。
あ
え
て
挙
げ
れ
ば
、
豊
平
・
発
寒
・
琴
似
・
篠
路
の
諸
川
の
サ

ケ
漁
を
規
制
し
た
一
八
七
三
年
十
月
三
日
の
開
拓
使
札
幌
本
庁
無
号
達
の
但
書
に
「
杭
木
取

立
張
網
致
俗
ニ
ウ
ラ
イ
網
ト
唱
ヘ
候
」
も
の
を
禁
止
し
た
も
の
が
あ
る
だ
け
だ
。
ウ
ラ
イ

（uray

）
は
河
川
の
流
路
を
横
断
す
る
よ
う
に
構
造
物
を
作
る
点
は
テ
ㇱ
と
類
似
す
る
が
、

魚
が
入
っ
た
ら
出
ら
れ
な
い
箱
状
の
仕
掛
け
、
つ
ま
り
簗
を
用
い
る
も
の
で
、
テ
ㇱ
と
は
別

個
の
漁
法
だ（
9
）。
対
象
河
川
を
限
っ
た
達
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、「
既
ニ
一
般
差
止

置
候
処
」
が
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
高
倉
新
一
郎
『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』
は
、「
ウ
ラ
イ
は
札
幌
附
近
に
於
て

明
治
六
年
十
月
三
日
達
に
依
つ
て
禁
止
さ
れ
、
テ
ス
網
は
既
に
明
治
以
前
に
於
て
禁
止
さ
れ

て
居
、
根
室
支
庁
管
下
に
於
け
る
明
治
九
年
八
月
廿
八
日
乙
第
九
号
に
依
る
禁
止
は
そ
の
法

文
化
で
あ
つ
た
」
と
説
明
す
る（
10
）。
ま
た
高
倉
「
サ
ッ
ポ
ロ
の
ウ
ラ
イ
」
は
、「
場
所
制

度
が
確
立
し
て
、
場
所
の
漁
業
権
は
知
行
主
、
そ
し
て
場
所
請
負
の
手
に
移
っ
て
も
、
す
く

な
く
と
も
形
の
上
で
は
こ
の
原
則
〔
＝
和
人
の
漁
場
は
海
岸
に
限
り
、
川
上
の
ア
イ
ヌ
の
生

活
は
従
来
通
り
そ
の
自
由
に
任
せ
る
〕
が
守
ら
れ
、
川
下
の
漁
業
で
テ
シ
即
ち
網
を
両
岸
に

張
り
切
っ
て
鮭
の
溯
上
を
妨
げ
る
張
り
切
り
網
を
設
け
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
幕
末

に
起
こ
っ
た
西
別
川
の
釧
路
・
根
室
両
場
所
、
別
当
賀
川
・
風
連
川
の
厚
岸
・
根
室
両
場
所

の
ア
イ
ヌ
の
鮭
漁
業
権
の
境
界
争
等
は
何
れ
も
上
流
ア
イ
ヌ
と
下
流
ア
イ
ヌ
と
の
、
結
局
は

テ
シ
使
用
の
有
無
に
関
す
る
争
論
で
あ
っ
た
」
と
す
る（
11
）。
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こ
れ
ら
の
記
述
を
支
え
る
の
は
、
高
倉
新
一
郎
「
ア
イ
ヌ
の
漁
猟
権
に
つ
い
て
」
だ
と
思

わ
れ
る（
12
）。
こ
の
論
文
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
フ
ウ
レ
ン
・
ベ
ト
カ
両
川
に
お
い
て
、

一
八
五
〇
年
代
に
ニ
シ
ベ
ツ
川
（
西
別
川
）
に
お
い
て
発
生
し
た
漁
業
の
権
利
を
め
ぐ
る
ア

イ
ヌ
の
地
域
集
団
ど
う
し
の
紛
争
に
つ
い
て
論
じ
る
。
下
流
部
に
設
置
さ
れ
た
「
留
網
」
が

サ
ケ
の
溯
上
を
妨
げ
る
こ
と
を
争
点
と
し
た
双
方
の
応
酬
の
な
か
に
、「
留
網
」
は
す
で
に

禁
止
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
、
と
の
主
張
が
見
ら
れ
、
蝦
夷
地
の
河
川
の
な
か
に
は
「
留
網
」

の
禁
止
が
規
範
と
し
て
あ
る
程
度
の
範
囲
の
人
び
と
に
共
有
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
わ
せ
る
。

こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
論
文
お
よ
び
そ
の
使
用
史
料
を
読
ん
で
も
、
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
留
網
」
で
あ
り
、「
テ
ス
網
」
や
そ
れ
に
類
す
る
語
は
登
場
し
な

い
と
い
う
こ
と
だ（
13
）。
こ
の
論
文
の
論
証
を
根
拠
に
一
八
七
六
年
よ
り
前
に
「
テ
ス
網
」

は
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
、
安
政
期
の
史
料
中
の
「
留
網
」
と
開
拓
使
布
達
中
の

「
テ
ス
網
」
を
検
討
や
説
明
を
欠
い
た
ま
ま
同
一
視
し
た
も
の
で
、
議
論
の
丁
寧
さ
を
欠
い

て
い
る
。

一
方
、
瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
考
古
学
』
は
、
通
詞
だ
っ
た
加
賀
家
の

文
書
の
な
か
で
は
安
政
期
の
西
別
川
で
問
題
と
な
っ
た
網
を
「
テ
シ
」
と
記
し
、
松
浦
武
四

郎
の
『
戊
午
日
誌
』
で
は
こ
れ
を
「
和
人
振
の
網
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
そ
し

て
、
関
秀
志
氏
は
こ
れ
を
松
浦
武
四
郎
が
他
の
日
誌
類
の
な
か
で
張
着
網
・
張
網
・
留
網
な

ど
と
呼
ん
だ
河
口
部
な
ど
水
量
が
多
い
場
所
に
張
っ
た
網
で
、
請
負
人
が
導
入
し
た
漁
法
で

あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
一
八
七
六
年
乙
第
九
号
布
達
が
禁
止
し
た
「
テ
ス

網
」
も
「
和
人
振
」
の
留
網
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
、
と
す
る（
14
）。
こ
こ
か
ら
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
中
の
「
留
網
」
や
「
テ
ス
網
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
注
意
を

払
っ
た
議
論
が
必
要
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
高
倉
氏
の
一
連
の
研
究
が
、
北
海
道
島
の
す
べ
て
の
河
川
に
つ
い
て
「
テ

ス
網
」
あ
る
い
は
テ
ㇱ
の
禁
止
が
規
範
と
し
て
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
証
し
て
は
い
な
い

こ
と
は
確
か
だ
。
明
文
規
定
が
な
く
て
も
す
で
に
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
を
こ
の
布
達
が
法
文

化
し
た
と
い
う
『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』
の
説
明
に
合
致
す
る
河
川
が
仮
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
説
明
が
合
致
し
な
い
河
川
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
強

い
疑
問
を
も
つ
。
一
八
五
〇
年
代
の
蝦
夷
地
各
地
の
河
川
で
テ
ㇱ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
記
録

に
接
す
る
と（
15
）、
そ
れ
ら
の
テ
ㇱ
の
す
べ
て
が
上
流
の
サ
ケ
漁
を
完
全
に
妨
げ
、
サ
ケ
が

生
命
を
再
生
産
す
る
営
み
に
決
定
的
な
打
撃
を
与
え
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
し
ば
し
ば
軋

轢
を
生
じ
さ
せ
な
が
ら
も
、
テ
ㇱ
の
設
置
の
際
に
は
サ
ケ
の
進
路
を
完
全
に
妨
げ
る
の
は
避

け
る
、
期
間
を
限
る
と
い
っ
た
約
束
事
が
そ
の
河
川
に
関
わ
る
人
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
た

河
川
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

な
お
、
一
八
二
〇
年
代
の
フ
ウ
レ
ン
・
ベ
ト
カ
両
川
、
一
八
五
〇
年
代
の
ニ
シ
ベ
ツ
川
の

「
留
網
」
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
は
労
働
者
と
し
て
実
作
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の
の
、

そ
の
実
質
的
な
設
置
主
体
は
場
所
請
負
人
だ
と
思
わ
れ
る
点
も
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う（
16
）。「
テ
ス
網
」
が
何
を
指
す
つ
も
り
だ
っ
た
か
に
よ
っ
て
は
、
一
八
七
六
年
開
拓
使

乙
第
九
号
布
達
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
自
給
用
サ
ケ
漁
の
制
限
を
意
図
し
た
も
の
だ
、
と
頭
か
ら

決
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
、
史
料
の
精
査
に
よ
る
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
用
意

は
今
の
私
に
は
な
く
、
今
後
の
作
業
が
必
要
な
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

（
二
）
な
ぜ
根
室
支
庁
管
内
だ
け
に
言
及
し
て
い
る
の
か

引
っ
か
か
り
の
二
つ
め
は
、
こ
の
布
達
が
全
道
に
効
力
を
及
ぼ
す
開
拓
使
布
達
で
あ
り
な

が
ら
、
根
室
支
庁
管
内
に
お
け
る
「
テ
ス
網
」
禁
止
不
徹
底
へ
の
対
策
で
あ
る
か
の
よ
う
な

文
面
を
し
て
い
る
こ
と
だ
。
法
令
の
発
し
方
と
し
て
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
布
達
が
発
せ

ら
れ
た
時
点
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
こ
の
引
っ
か
か
り
を
解
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
布
達
の
起
案
か
ら
決
定
ま
で
の
最
終
的
な
決
定
手
続
き
そ
の
も
の
の
文
書
は
見
い
だ

せ
て
い
な
い
。
八
月
二
十
八
日
に
、
鈴
木
大
亮
七
等
出
仕
か
ら
根
室
支
庁
の
折
田
平
内
幹
事

に
宛
て
て
次
の
【
A
】
が
、
札
幌
本
庁
の
堀
基
中
判
官
と
調
所
広
丈
少
判
官
、
函
館
支
庁
の

杉
浦
誠
三
等
出
仕
と
柳
田
友
卿
七
等
出
仕
に
宛
て
て
【
B
】
が
、
こ
の
布
達
と
黒
田
長
官
の

告
諭
書
を
添
え
て
発
せ
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る（
17
）。

山田伸一　開拓使による河川サケ漁の「テス網」と夜漁の禁止
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【
A
】

　
　
　
　
　
　
折
田
幹
事
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
大
亮
（
印
）

其
支
庁
下
従
来
漁
業
之
風
習
相
改
、
新
場
開
業
勧
誘
之
義
ニ
付
、
別
記
布
達
並
告
諭
書

御
達
相
成
候
際
、
至
急
一
般
ニ
御
達
方
御
取
計
可
有
之
旨
、
長
官
殿
被
申
聞
候
、
依
テ

此
段
申
進
候
也

　
　
　
九
年
八
月
廿
八
日

追
伸
、
本
庁
並
函
館
管
内
ヘ
布
達
之
義
ハ
、
両
庁
ヘ
相
達
置
候
間
、
為
御
心
得
此

段
申
添
候
也

【
B
】

　
　
　
　
　
　
杉
浦
三
等
出
仕
殿

　
　
　
　
　
　
堀
中
判
官
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
大
亮
（
印
）

　
　
　
　
　
　
調
所
少
判
官
殿

　
　
　
　
　
　
柳
田
七
等
出
仕
殿

根
室
支
庁
管
下
従
来
漁
業
之
風
習
相
改
メ
、
新
場
開
業
勧
誘
之
義
ニ
付
、
別
記
布
達
並

告
諭
書
同
管
下
ヘ
布
達
相
成
候
処
、
其
両
庁
ニ
於
テ
も
人
民
一
般
ヘ
相
達
候
様
可
取
計

旨
、
長
官
殿
被
申
聞
候
条
、
此
段
申
進
候
也

　
　
　
　
　
九
年
八
月
廿
八
日

追
伸
、
右
布
達
並
告
諭
書
、
差
向
写
ヲ
以
テ
相
達
置
、
追
テ
東
京
出
張
所
ヘ
御
照

会
之
上
、
活
版
摺
立
相
成
候
様
御
取
計
有
之
度
、
此
段
申
添
候
也

こ
れ
ら
二
通
の
文
書
の
原
本
は
、
開
拓
使
根
室
支
庁
の
同
一
の
罫
紙
を
用
い
、
筆
跡
も
同

一
で
文
字
の
太
さ
や
配
置
な
ど
も
よ
く
似
て
い
る
。
同
一
人
物
、
お
そ
ら
く
は
鈴
木
大
亮
に

よ
っ
て
同
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

一
つ
目
を
引
く
の
は
、
布
達
と
長
官
告
諭
書
の
趣
旨
と
し
て
根
室
支
庁
管
内
に
お
け
る

「
従
来
漁
業
之
風
習
」
を
改
め
る
こ
と
と
と
も
に
「
新
場
開
業
勧
誘
」
を
挙
げ
て
い
る
こ
と

だ
。「
従
来
漁
業
之
風
習
」
と
は
布
達
中
の
「
テ
ス
網
」
や
夜
漁
を
指
す
と
理
解
で
き
る
が
、

「
新
場
開
業
勧
誘
」
に
対
応
す
る
文
言
は
布
達
中
に
は
見
当
ら
ず
、
告
諭
書
に
あ
る
。
こ
の

点
は
次
の
（
三
）
で
論
じ
よ
う
。

私
は
以
前
、【
B
】
の
史
料
に
依
拠
し
て
、「
こ
の
布
達
は
、
直
接
に
は
、
す
で
に
禁
止
し

た
は
ず
の
「
テ
ス
網
」
漁
が
根
室
支
庁
管
内
に
お
い
て
な
お
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
受
け
て

発
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
黒
田
長
官
の
命
に
従
っ
て
開
拓
使
東
京
出
張
所
が
、
札
幌
本
庁
・
函

館
支
庁
に
対
し
て
も
管
内
の
「
人
民
一
般
」
に
達
す
る
よ
う
指
示
し
た
」
と
記
し
た（
18
）。

こ
の
記
述
に
は
一
点
、
重
要
な
見
落
し
が
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
は
こ
の
布
達
と
告
諭
書
が

東
京
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
が
事
実
と
異
な
る
。

表
1
に
黒
田
清
隆
長
官
の
こ
の
年
の
動
向
を
整
理
し
て
み
た
。
黒
田
は
七
月
二
十
五
日
に

千
島
国
へ
の
出
張
の
た
め
東
京
を
発
っ
た
。
小
樽
に
着
い
た
後
、
札
幌
に
数
日
滞
在
し
、
八

月
十
五
日
に
小
樽
を
出
港
し
て
十
七
日
に
根
室
着
。
十
九
日
に
根
室
を
発
っ
て
択
捉
島
を
訪

表1　1876（明治9）年の黒田清隆開拓長官の動向
月日 黒田の動向 出典
1 月 6日 朝鮮国へ出張のため品川出帆 　
1 月15日 朝鮮国釜山沖着 　
2 月10日 江華府へ上陸 　
3 月 3日 馬関到着 簿書1651、137件目
5 月 5日 熱海にて湯治のため東京発 　
6 月12日 帰京 　
7 月25日 千島国へ出張のため東京発 簿書5846、2件目
7 月30日 小樽着 簿書1577、54件目
7 月30日 札幌着 簿書1624、9件目
8 月13日 空知郡より札幌本庁へ立ち戻り 簿書1673、13件目
8 月14日 札幌農学校開校式出席 A4/49、3件目
8 月15日 午後3時、小樽出帆（玄武丸） 簿書1883、47件目
8 月17日 午後5時15分、根室着（玄武丸） 簿書1883、47件目
8 月19日 根室発、色丹島から択捉島へ（玄武丸） 簿書1883、47件目
8 月25日 根室帰着 簿書1883、47件目

8 月28日 開拓使乙第9号布達 『明治九年　開拓使布
令録　完』

8 月29日 午後12時20分、根室発（小樽、札幌へ） 簿書1883、47件目

9 月21日 開拓使乙第10号布達 『明治九年　開拓使布
令録　完』

9 月25日 札幌発、小樽へ 簿書1883、52件目

9 月26日 小樽出帆、函館へ（玄武丸） 簿書1883、52件目、
簿書1729、61件目

9 月30日 開拓使達（アイヌ男性の耳環・女性の入墨を禁止）『明治九年　開拓使布令録　完』
10月 1日 帰京 　
＊出典欄の簿書類の所蔵は北海道立文書館。記載がないものは、山田博司「開拓使
の組織と職員2—勅任官・奏任官の経歴⑵—」（『北海道立文書館研究紀要』第14号、
1999年）による

北海道博物館研究紀要　第6号　2021年
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れ
、
二
十
五
日
に
根
室
に
戻
り
、
二
十
九
日
に
小
樽
に
向
け
て
根
室
を
発
っ
た
。
つ
ま
り
、

乙
第
九
号
布
達
を
発
し
た
八
月
二
十
八
日
、
黒
田
は
根
室
に
滞
在
し
て
い
た
の
だ
。

鈴
木
大
亮
七
等
出
仕
は
こ
の
黒
田
の
千
島
国
出
張
の
一
連
の
行
程
に
随
行
し
て
い
た
。
黒

田
が
こ
の
行
程
の
な
か
で
札
幌
本
庁
や
根
室
支
庁
な
ど
に
指
示
を
出
し
た
文
書
の
多
く
は
、

長
官
の
意
向
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
鈴
木
大
亮
名
で
発
せ
ら
れ
て
い
る（
19
）。【
A
】
と

【
B
】
も
そ
れ
に
属
し
、
根
室
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。

な
ら
ば
、
私
の
旧
稿
中
の
「
黒
田
長
官
の
命
に
従
っ
て
開
拓
使
東
京
出
張
所
が
」
の
部
分

が
誤
り
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
。
奇
を
て
ら
う
よ
う
だ
が
、「
根
室
出

張
中
の
東
京
出
張
所
が
」
と
で
も
言
え
よ
う
か
。
布
達
と
告
諭
書
の
発
出
地
が
根
室
だ
っ
た

こ
と
と
並
ん
で
肝
心
な
の
は
、【
A
】
の
形
式
を
見
る
と
、
根
室
支
庁
は
こ
れ
ら
の
決
定
過

程
そ
の
も
の
に
直
接
に
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
決
定
さ
れ
た
布
達
や
告
諭
書
を
受
け
止
め
る

立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
開
拓
使
の
本
庁
機
能
が
実
態
と
し
て
は
東
京
出
張
所

に
あ
り
、
組
織
運
営
が
黒
田
長
官
の
専
断
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
と
い
っ
た
、
組
織

と
し
て
の
開
拓
使
の
特
徴
（
歪
み
）
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
よ
う（
20
）。

次
に
考
え
た
い
の
は
、
乙
第
九
号
布
達
の
な
か
に
記
さ
れ
た
、「
テ
ス
網
」
に
よ
る
サ
ケ

漁
が
根
室
支
庁
管
下
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
認
識
が
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
だ
。

黒
田
の
一
連
の
行
程
の
詳
細
は
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
根
室
滞
在
中
も
し
く
は
択
捉
と
根

室
を
行
き
来
す
る
途
中
の
黒
田
が
、
ど
こ
か
の
河
川
を
実
際
に
訪
れ
た
の
か
否
か
は
わ
か
ら

な
い
。
択
捉
か
ら
根
室
に
戻
っ
た
八
月
二
十
五
日
付
で
折
田
平
内
幹
事
が
前
年
の
根
室
国
内

各
地
に
お
け
る
漁
業
経
営
や
課
税
状
況
な
ど
に
関
す
る
文
書
一
式
を
黒
田
に
差
し
出
し
て
お

り（
21
）、
こ
れ
ら
を
通
し
て
状
況
把
握
を
し
た
こ
と
は
確
か
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
文
書

を
見
て
も
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
サ
ケ
漁
の
実
施
状
況
に
関
す
る
記
述
は
見
当
ら
な
い
。

黒
田
長
官
は
、
こ
れ
ら
の
文
書
一
式
の
う
ち
免
税
場
調
に
つ
い
て
何
年
開
業
で
何
年
ま
で

免
税
か
の
網
羅
的
な
記
載
が
な
い
こ
と
、
出
産
高
調
に
つ
い
て
行
き
届
か
な
い
点
が
あ
る
こ

と
に
強
い
不
満
を
示
し
た（
22
）。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
文
書
を
作
成
し
た
支
庁
在
勤
土
屋

久
礼
大
主
典
が
二
十
九
日
に
折
田
幹
事
宛
て
に
進
退
伺
を
提
出
し
、
折
田
は
辞
表
を
提
出
す

る
よ
う
土
屋
に
働
き
か
け
て
辞
職
に
至
っ
た
。
進
退
伺
の
扱
い
に
つ
い
て
折
田
か
ら
相
談
さ

れ
た
鈴
木
大
亮
は
「
漁
場
調
査
之
義
ニ
付
不
都
合
之
趣
有
之
候
間
、
内
諭
之
上
辞
表
進
達
候

様
御
取
計
可
有
之
旨
、
長
官
殿
御
指
令
」
と
伝
え
て
お
り
（
二
十
九
日
）、
実
質
的
に
は
黒

田
長
官
の
意
向
に
よ
っ
て
職
を
追
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た（
23
）。

結
局
の
と
こ
ろ
現
時
点
で
は
、「
テ
ス
網
」
に
よ
る
サ
ケ
漁
が
根
室
支
庁
管
内
で
な
お
行

わ
れ
て
い
る
と
の
布
達
中
の
認
識
が
何
に
基
づ
く
の
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
黒
田
長
官
が
乙
第
九
号
布
達
を
発
し
た
の
と
同
じ
日
、
根
室
支
庁
が
管
内
河

川
に
お
け
る
サ
ケ
漁
に
関
し
て
重
要
な
変
更
を
黒
田
長
官
に
上
申
し
、
根
室
を
離
れ
る
日
の

黒
田
に
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
文
面
を
引
く（
24
）。

　
　
　
根
室
・
野
付
両
郡
界
西
別
川
平
均
割
渡
之
儀
ニ
付
上
申

根
室
・
野
付
両
郡
界
西
別
川
鮭
漁
出
願
之
者
十
五
名
ヘ
、
ヶ
所
並
間
数
等
各
願
面
之
通

割
渡
、
新
開
業
ノ
者
ハ
十
月
限
漁
獲
可
致
旨
相
達
置
候
処
、
今
般
テ
ー
ス
網
張
方
御
禁

止
相
成
候
ニ
付
、
右
期
限
ハ
要
用
ニ
無
之
、
且
間
数
不
同
有
之
ニ
付
、
一
先
上
地
申
付
、

上
下
流
ノ
別
ナ
ク
間
数
三
町
宛
ニ
区
画
ノ
上
、
更
ニ
割
渡
候
様
処
分
可
致
ニ
付
、
此
段

上
申
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
室
支
庁
在
勤

明
治
九
年
八
月
廿
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幹
事
折
田
平
内
（
印
）

　
　
　
　
長
官
黒
田
清
隆
殿

「�

上〔
朱
〕申
之
趣
聞
届
候
条
、
上
地
申
付
之
人
員
十
五
名
ヘ
、
順
次
川
下
ニ
繰
下
ケ
割
渡
候

様
可
致
事

　
　
明
治
九
年
八
月
二
十
九
日
」（
花
押
〔
黒
田
〕）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
印
〔
鈴
木
〕）

こ
の
上
申
の
直
接
の
前
提
と
な
る
の
は
、
こ
の
年
二
月
と
三
月
の
根
室
支
庁
の
措
置
だ
っ

た
。西

別
川
の
サ
ケ
漁
は
従
来
藤
野
喜
兵
衛
が
請
け
負
っ
て
き
た
。
根
室
支
庁
は
二
月
二
十
五

日
、
西
別
川
の
水
源
で
は
サ
ケ
漁
を
差
し
止
め
て
き
た
が
、
今
後
は
十
月
中
に
限
り
河
口
か
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ら
水
源
に
向
け
一
里
以
内
の
空
隙
の
地
で
漁
業
を
し
て
も
よ
い
、
と
管
内
に
達
し
た（
25
）。

次
い
で
三
月
十
九
日
、
西
別
川
の
漁
場
貸
渡
し
に
つ
い
て
「
当
地
ニ
対
シ
有
功
ノ
藤
野
喜
兵

衛
」
ら
五
名
に
優
先
的
に
貸
渡
し
、
そ
の
他
の
願
人
に
は
く
じ
引
き
で
割
り
渡
す
こ
と
と
し

た（
26
）。「
有
功
」
と
は
、
か
つ
て
の
場
所
請
負
人
や
漁
場
持
と
し
て
の
産
業
活
動
の
実
績

を
評
価
し
た
も
の
だ
。
こ
の
五
名
優
先
の
措
置
に
は
従
来
の
行
き
が
か
り
を
過
度
に
重
視
し

た
不
公
平
な
も
の
と
の
批
判
が
容
易
に
予
想
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
支
庁
民
事
課
は
、
他
の
願

人
に
は
後
で
「
探
鬮
」（
く
じ
引
き
）
に
よ
り
貸
し
渡
す
と
い
う
手
順
を
あ
ら
か
じ
め
根

室
・
花
咲
・
野
付
三
郡
内
に
周
知
を
図
っ
た（
27
）。
八
月
二
十
五
日
に
黒
田
に
提
出
さ
れ
た

説
明
資
料
中
の
「
西
別
川
割
渡
間
数
調
」
で
は
、
河
口
か
ら
上
流
四
百
間
に
藤
野
喜
兵
衛
、

そ
の
上
流
百
五
十
間
ず
つ
に
柳
田
藤
吉
・
木
村
定
吉
・
蛯
子
銀
蔵
・
高
田
惣
五
郎
、
そ
の
上

流
百
間
ず
つ
に
浅
賀
幸
次
郎
・
村
山
善
右
衛
門
・
斎
藤
利
八
・
吉
田
幸
次
郎
・
中
野
房
吉
・

宮
腰
権
太
郎
・
前
沢
藤
吉
・
鈴
木
庄
太
郎
・
上
林
峯
五
郎
・
及
川
万
次
郎
の
名
が
並
ぶ
。
河

口
に
近
く
間
数
が
比
較
的
長
い
（
＝
漁
場
の
規
模
が
大
き
い
）
五
名
が
優
先
的
に
割
渡
し
を

受
け
た
者
で
、
百
間
ず
つ
の
者
は
く
じ
引
き
に
よ
っ
た
者
だ
ろ
う
。

八
月
二
十
八
日
の
折
田
幹
事
の
上
申
は
、
こ
れ
ら
に
根
本
か
ら
修
正
を
加
え
る
。
十
月
に

限
り
サ
ケ
漁
を
許
可
す
る
と
し
て
い
た
の
を
撤
回
し
、
十
五
名
へ
の
割
渡
し
も
す
べ
て
上
地

さ
せ
て
い
っ
た
ん
白
紙
に
戻
し
た
う
え
で
間
数
を
均
等
に
し
て
全
員
に
割
り
渡
す
こ
と
と
す

る
の
だ
。

こ
う
し
た
抜
本
的
な
修
正
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
上
申
中
か
ら
は
「
今
般
テ
ー
ス
網
張
方

御
禁
止
相
成
候
ニ
付
」
と
い
う
部
分
を
拾
い
出
す
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、「
テ
ス
網
」
を

禁
止
す
る
と
十
月
中
の
サ
ケ
漁
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
の
も
、
割
渡
し
間
数
を
均
一
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
説
明
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る（
28
）。
直
接
に
は
書

い
て
い
な
い
理
由
に
よ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
修
正
は
、
藤
野
喜
兵
衛
ら
五
名
の
優
遇
措
置
を
解
消
し
十
五
名
の
均
等
化
を
す
る
こ

と
、
藤
野
に
つ
い
て
は
割
渡
し
規
模
を
四
百
間
か
ら
三
町
＝
百
八
十
間
と
半
分
以
下
に
縮
小

す
る
一
方
で
、
他
の
者
の
経
営
規
模
を
拡
大
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。
ま
た
、
十
五
名
全

体
の
経
営
間
数
は
、
千
八
百
間
＝
三
十
町
だ
っ
た
の
が
、
二
千
七
百
間
＝
四
十
五
町
へ
と
五

割
も
拡
大
し
て
い
る
。
漁
場
持
の
特
権
を
否
定
す
る
一
方
で
他
の
漁
業
者
の
新
規
参
入
を
奨

励
し
、
漁
業
を
行
う
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
で
漁
業
生
産
の
増
大
を
促
す
方
向
性
が
見
て
と

れ
る
。

根
室
支
庁
側
か
ら
上
申
を
し
て
そ
れ
を
黒
田
長
官
が
認
め
る
と
い
う
文
書
の
形
式
は
、
乙

第
九
号
布
達
の
長
官
側
か
ら
支
庁
側
へ
の
伝
達
と
い
う
形
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、

そ
の
点
だ
け
に
注
目
し
て
、
こ
の
西
別
川
の
漁
場
割
渡
し
の
根
本
的
な
修
正
が
支
庁
側
の
主

体
的
判
断
だ
っ
た
と
判
断
す
る
の
は
誤
り
だ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
黒
田
長
官
・
鈴
木
大

亮
側
の
指
示
の
も
と
で
根
室
支
庁
側
が
上
申
を
お
こ
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
そ
う

推
測
す
る
の
は
、
乙
第
九
号
布
達
と
同
時
に
発
せ
ら
れ
た
黒
田
長
官
の
告
諭
書
が
示
す
政
策

の
方
向
性
と
こ
の
修
正
が
合
致
す
る
か
ら
だ（
29
）。

（
三
）
黒
田
長
官
の
告
諭
書
と
の
関
係

第
三
は
「
引
っ
か
か
り
」
と
い
う
よ
り
、
考
え
て
お
き
た
い
問
題
、
と
で
も
言
う
べ
き
だ

ろ
う
。
乙
第
九
号
布
達
と
同
時
に
黒
田
清
隆
長
官
の
名
で
次
の
告
諭
書
が
発
せ
ら
れ
、
布
達

と
合
せ
て
周
知
が
図
ら
れ
た（
30
）。
こ
の
告
諭
書
は
何
を
述
べ
て
い
る
の
か
。

全
道
人
民
ノ
営
業
ヲ
盛
大
ニ
シ
、
物
産
ヲ
繁
殖
セ
シ
メ
ン
カ
為
、
各
所
ノ
便
益
ヲ
計
リ
、

諸
般
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
、
之
ヲ
実
際
ニ
勧
誘
シ
、
漸
次
歳
額
増
加
セ
リ
、
特
ニ
海
産
ノ
義

ハ
、
既
ニ
三
ヶ
年
間
出
港
免
税
ノ
特
典
ア
リ
、
合
計
凡
ソ
三
拾
余
万
円
ニ
至
レ
リ
、
継

テ
東
京
・
大
坂
ニ
在
リ
シ
産
物
会
所
及
敦
賀
・
兵
庫
・
堺
・
那
珂
・
撫
養
・
下
ノ
関
・

石
巻
等
ノ
出
張
ヲ
廃
シ
タ
リ
、
其
歩
合
収
入
高
毎
歳
五
万
円
余
ニ
及
ヒ
シ
モ
、
今
之
ヲ

収
納
セ
ス
、
且
新
開
ノ
場
所
ハ
五
ヶ
年
除
税
ノ
規
則
ア
リ
、
実
ニ
此
ノ
幸
福
ヲ
被
ム
ル

者
ハ
、
従
来
ノ
風
習
ヲ
改
メ
、
一
般
其
業
ヲ
励
ミ
、
専
ラ
国
益
ヲ
起
ス
ヘ
キ
筈
ノ
処
、

東
西
諸
郡
ハ
猶
旧
習
ヲ
存
シ
、
出
稼
ノ
古
体
ヲ
改
メ
ス
、
却
テ
永
住
者
ノ
新
ニ
開
業
ス

ル
ヲ
阻
隔
ス
ル
等
ノ
義
有
之
、
是
カ
為
海
産
ノ
鴻
益
ヲ
拡
充
シ
得
サ
ル
廉
少
カ
ラ
ス
、

就
中
鮭
漁
中
テ
ス
網
ヲ
以
川
流
ヲ
横
断
ス
ル
ノ
慣
習
ハ
、
上
流
ニ
於
テ
営
業
ス
ル
者
ノ

妨
タ
ル
ハ
勿
論
、
魚
苗
減
耗
ノ
大
害
ニ
有
之
、
西
地
方
面
ハ
先
年
来
皆
之
ヲ
廃
棄
シ
タ
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リ
、
仍
テ
根
室
地
方
ニ
於
テ
モ
自
今
禁
止
ノ
旨
ヲ
布
達
セ
リ
、
一
般
之
ヲ
遵
守
シ
、
断

然
旧
慣
ヲ
改
メ
、
魚
苗
減
耗
ノ
弊
源
ヲ
除
キ
、
必
ス
営
業
ノ
新
旧
ヲ
論
セ
ス
、
相
共
ニ

協
和
シ
テ
其
業
ヲ
励
ミ
、
物
産
繁
殖
候
様
厚
ク
注
意
可
致
、
此
旨
告
諭
候
也

全
道
人
民
の
営
業
を
盛
ん
に
し
、
物
産
を
繁
殖
す
る
と
い
う
政
策
課
題
を
提
示
し
、
そ
の

た
め
に
海
産
に
関
し
て
は
、
三
ヶ
年
間
出
港
税
の
免
除
、
東
京
・
大
阪
の
産
物
会
所
と
敦
賀

な
ど
各
港
の
出
張
所
廃
止
、
新
開
の
場
所
に
つ
い
て
五
ヶ
年
非
課
税
な
ど
の
措
置
を
と
っ
て

い
る
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
こ
う
し
た
恩
恵
に
浴
し
な
が
ら
「
従
来
ノ
風
習
」
で
あ
る

「
出
稼
」
を
改
め
ず
「
永
住
者
ノ
新
ニ
開
業
ス
ル
」
の
を
妨
げ
る
な
ど
の
動
き
が
あ
る
こ
と

を
問
題
視
し
、
な
か
で
も
特
に
上
流
の
漁
業
の
妨
げ
と
「
魚
苗
減
耗
ノ
大
害
」
を
も
た
ら
す

と
し
て
サ
ケ
漁
の
「
テ
ス
網
」
を
槍
玉
に
上
げ
る
。
た
だ
し
、「
テ
ス
網
」
は
全
道
一
般
で

す
で
に
禁
止
し
て
い
る
と
は
記
さ
ず
、「
西
地
方
面
」（
北
海
道
西
部
？
）
で
は
先
年
来
廃
止

し
た
、
と
記
す
点
は
、
布
達
の
文
面
と
は
や
や
異
な
る
。

乙
第
九
号
布
達
と
こ
の
告
諭
書
を
本
支
庁
に
伝
達
し
た
鈴
木
大
亮
の
文
書
（
一
九
七
頁
）

に
あ
っ
た
「
従
来
漁
業
之
風
習
相
改
、
新
場
開
業
勧
誘
」
の
文
言
を
手
が
か
り
に
し
て
も
う

少
し
噛
み
砕
け
ば
、
漁
場
持
が
漁
業
経
営
を
独
占
し
、
地
域
外
か
ら
季
節
限
定
の
出
稼
労
働

者
を
招
き
寄
せ
て
漁
業
を
お
こ
な
う
状
態
を
改
め
、
現
地
に
定
住
し
た
漁
業
者
が
漁
業
に
携

わ
り
、
新
し
い
漁
場
を
切
り
開
い
て
漁
業
生
産
を
拡
大
す
る
こ
と
を
奨
励
し
よ
う
と
い
う
の

だ
。次

い
で
、
漁
場
持
廃
止
の
布
達
と
要
約
さ
れ
る
同
年
九
月
二
十
一
日
の
開
拓
使
乙
第
十
号

布
達
を
見
て
み
る
（
別
記
の
「
割
渡
ス
ヘ
キ
漁
場
昆
布
場
ア
ル
郡
数
」
は
省
略
）（
31
）。

全
道
ノ
海
産
ハ
其
利
益
鴻
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
益
之
ヲ
拡
充
シ
テ
民
産
ノ
基
本
ヲ
厚
フ
シ
、

出
稼
ノ
習
慣
ヲ
改
メ
、
独
立
ノ
産
業
ニ
就
カ
シ
ム
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
海
陸
ノ
運
輸
ヲ

始
メ
其
他
諸
般
ノ
方
法
ヲ
設
ケ
、
営
業
ノ
便
益
ヲ
施
シ
、
実
際
勧
誘
、
爾
来
稍
繁
盛
ニ

赴
キ
、
出
産
高
漸
次
ニ
増
加
シ
、
昔
日
ノ
比
ニ
ア
ラ
ズ
、
然
ル
ニ
北
見
・
根
室
・
千
島

方
面
ノ
漁
場
持
、
従
来
ノ
習
慣
ヲ
固
守
シ
、
専
ラ
出
稼
ノ
体
裁
ヲ
存
シ
、
広
大
ナ
ル
地

所
ヲ
借
受
致
居
、
場
所
相
当
ノ
漁
業
ヲ
施
サ
ス
、
却
テ
他
人
ノ
新
ニ
開
業
ス
ル
ヲ
猜
忌

シ
、
之
ヲ
妨
ク
ル
ノ
弊
習
ア
リ
、
速
ニ
此
弊
ヲ
除
キ
、
勧
誘
ノ
道
ヲ
尽
サ
ヽ
レ
ハ
、
人

民
移
住
ノ
障
害
ハ
勿
論
、
遂
ニ
独
立
ノ
営
業
ヲ
為
サ
シ
ム
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
付
、
従
来
漁

場
持
今
般
一
切
相
廃
シ
、
都
テ
上
地
申
付
、
且
寄
留
人
借
受
ノ
漁
場
・
昆
布
場
等
、
明

治
五
年
九
月
地
所
規
則
公
布
以
来
未
タ
精
確
ナ
ル
調
査
無
之
、
家
屋
・
倉
庫
・
敷
地
等

ノ
経
界
畝
数
判
然
不
致
ニ
付
、
全
郡
又
ハ
数
郡
ヲ
一
手
ニ
借
受
致
居
候
分
、
一
先
上
地

為
致
候
、
尤
モ
元
漁
場
持
等
、
旧
習
ヲ
改
メ
明
治
十
年
ヨ
リ
新
ニ
営
業
願
出
ル
者
ハ
、

実
地
調
査
ノ
上
不
都
合
無
之
分
、
相
当
ノ
場
所
更
ニ
割
渡
ス
ヘ
シ
、
其
他
永
住
寄
留
ノ

別
ナ
ク
営
業
志
望
ノ
者
ハ
、
別
記
郡
数
ノ
内
書
式
（
本
年
甲
第
三
号
府
県
布
達
ニ
同

シ
）
ノ
通
明
細
調
書
相
添
ヘ
、
本
年
十
月
三
十
一
日
限
可
願
出
、
此
旨
布
達
候
事

総
論
風
に
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
①
従
来
の
漁
場
持
を
一
切
廃
止
し
、
上
地
を

申
し
付
け
る
、
②
寄
留
人
に
よ
る
漁
場
・
昆
布
場
の
借
受
け
の
う
ち
全
郡
ま
た
は
数
郡
を
一

手
に
借
り
受
け
て
い
る
分
は
ひ
と
ま
ず
上
地
さ
せ
る
、
の
二
点
だ
。
さ
ら
に
「
尤
モ
」
以
下

で
、
③
旧
習
を
改
め
て
翌
年
か
ら
新
た
に
営
業
を
出
願
す
る
元
漁
場
持
に
は
実
地
調
査
を
経

て
不
都
合
が
な
い
分
は
改
め
て
割
り
渡
す
こ
と
、
④
永
住
・
寄
留
を
問
わ
ず
営
業
志
望
者
は

指
定
書
式
に
よ
り
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
出
願
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
。

現
状
を
ど
う
認
識
し
、
問
題
視
し
て
い
る
か
に
こ
こ
で
は
注
目
し
て
お
き
た
い
。
海
産
に

は
大
き
な
利
益
が
見
込
ま
れ
る
が
、
北
見
・
根
室
・
千
島
方
面
の
漁
場
持
は
、
従
来
の
習
慣

を
固
守
し
て
「
出
稼
ノ
体
裁
」
を
存
し
、
広
大
な
地
所
を
借
り
受
け
な
が
ら
相
当
の
漁
業
を

実
施
せ
ず
、
か
え
っ
て
他
人
が
新
た
に
漁
業
を
開
業
す
る
の
を
嫌
い
、
こ
れ
を
妨
げ
る
弊
習

が
あ
る
、
と
す
る
部
分
だ
。

「
出
稼
」
の
習
慣
を
改
め
る
べ
き
も
の
だ
と
し
、
新
移
の
漁
民
が
独
立
し
た
営
業
者
と
な

る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
趣
旨
は
、
黒
田
長
官
の
告
諭
書
と
明
ら
か
に
通
い
合
う
も
の
が
あ
る
。

両
者
は
連
続
す
る
政
策
課
題
の
な
か
に
あ
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

正
直
な
と
こ
ろ
私
に
は
、
八
月
二
十
八
日
の
長
官
告
諭
書
と
乙
第
十
号
布
達
の
内
容
的
な

つ
な
が
り
ほ
ど
に
は
、
こ
れ
ら
二
点
と
乙
第
九
号
布
達
の
関
係
が
す
っ
き
り
と
飲
み
込
め
な
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い
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
、
乙
第
九
号
布
達
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
根
室
支
庁
管
内
で
の
「
テ

ス
網
」
使
用
の
実
態
を
私
が
把
握
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
だ
ろ
う
。
漁
場
持

の
独
占
や
特
権
を
廃
し
、
新
移
の
漁
民
の
独
立
経
営
を
促
す
と
い
う
文
脈
に
サ
ケ
の
「
テ
ス

網
」
漁
と
夜
漁
の
禁
止
を
置
い
て
み
る
と
、
ど
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

十
五
名
の
漁
業
者
に
同
規
模
の
漁
場
割
渡
し
を
認
め
た
西
別
川
の
例
に
見
る
よ
う
に
、
開

拓
使
が
想
定
す
る
河
川
で
の
サ
ケ
漁
は
、
河
口
か
ら
溯
上
す
る
サ
ケ
を
下
流
か
ら
上
流
に
並

ん
だ
複
数
の
漁
業
者
が
漁
獲
す
る
枠
組
み
の
も
の
だ
っ
た
。
下
流
部
で
あ
ま
り
に
多
く
の
サ

ケ
を
獲
っ
て
し
ま
う
と
こ
の
枠
組
み
は
成
り
立
た
な
い
。「
上
流
漁
業
ノ
妨
」
と
は
一
義
的

に
は
そ
う
い
う
意
味
合
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
根
室
支
庁
管
内
で
継
続
し
て
い
た
と
い
う
「
テ

ス
網
」
が
、
も
し
も
安
政
期
の
「
留
網
」
と
同
様
の
形
態
で
か
つ
漁
場
持
が
設
置
し
た
も
の

な
ら
、
そ
の
撤
廃
は
漁
場
持
の
独
占
打
破
の
趣
旨
と
完
全
に
一
致
す
る
。

「
魚
苗
減
耗
之
大
害
」
と
は
、
産
卵
〜
孵
化
〜
稚
魚
と
い
う
サ
ケ
の
成
長
段
階
を
保
全
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ケ
漁
の
前
提
と
な
る
サ
ケ
の
河
川
へ
の
回
帰
数
を
維
持
す
る
こ
と
へ

の
関
心
か
ら
発
し
て
い
る
だ
ろ
う
。「
テ
ス
網
」
が
網
羅
的
に
サ
ケ
を
獲
っ
て
し
ま
う
漁
法

だ
と
の
認
識
が
こ
こ
に
は
働
い
て
い
る（
32
）。

で
は
、
夜
間
の
漁
を
禁
止
す
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
。
ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
る
マ
レ
ㇰ
や

ヤ
ㇱ
ヤ
を
使
用
し
た
サ
ケ
漁
は
夜
間
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ（
33
）。
こ
う
し

た
事
実
を
認
識
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
よ
る
こ
れ
ら
の
小
規
模
な
漁
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
、
と
考
え
る
の
が
、
今
の
と
こ
ろ
最
も
筋
が
通
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

二
　
布
達
の
波
紋

（
一
）
根
室
支
庁

鈴
木
大
亮
か
ら
乙
第
九
号
布
達
と
長
官
告
諭
書
を
受
け
取
っ
た
根
室
支
庁
の
折
田
幹
事
は
、

そ
の
日
の
う
ち
に
管
内
に
そ
れ
ら
を
伝
達
し
た（
34
）。
そ
の
際
に
は
「
鮭
漁
中
テ
ス
網
ヲ
以

川
流
ヲ
張
切
候
義
ハ
一
切
禁
止
候
旨
、
別
紙
之
通
布
達
」
と
「
テ
ス
網
」
禁
止
に
注
目
し
た

言
い
回
し
で
布
達
の
趣
旨
を
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
一
月
も
経
た
な
い
九
月
十
八
日
、
折
田
幹
事
は
黒
田
長
官
に
宛
て
た
次
の
よ
う

な
文
書
を
札
幌
本
庁
に
送
っ
た（
35
）。

　
　
　
川
漁
ヘ
建
網
使
用
ノ
件
並
旧
土
人
夜
間
鮭
漁
差
許
ス
ノ
儀
ニ
付
伺

一�

先
般
テ
ー
シ
網
使
用
被
禁
候
ニ
付
、
当
地
方
川
漁
ノ
儀
篤
与
実
地
ヲ
検
シ
致
勘
弁
候

ニ
、
鮭
魚
ノ
望
ム
川
々
何
レ
モ
巾
員
狭
少
、
加
フ
ル
ニ
急
流
ニ
有
之
、
引
網
ノ
ミ
ヲ

用
ヒ
候
得
者
、
取
漁
多
分
減
縮
シ
、
加
之
水
源
ニ
登
上
シ
タ
ル
鮭
魚
ハ
、
悉
ク
毛
色

変
シ
、
価
格
ニ
至
テ
格
別
ノ
差
異
ヲ
生
ス
ル
為
メ
、
是
レ
ヲ
漁
ス
ル
者
無
之
、
自
然

良
産
ヲ
投
却
シ
、
幾
分
カ
輸
出
ノ
量
ヲ
減
シ
、
又
漁
民
ノ
失
望
顕
然
タ
ル
儀
ニ
有
之
、

邂
逅
一
般
平
均
ニ
漁
獲
セ
シ
メ
、
土
地
ノ
繁
栄
ヲ
期
セ
ラ
ル
ヽ
特
別
ノ
御
趣
意
、
稍

ヤ
水
泡
ニ
陥
リ
、
遺
憾
ノ
至
ニ
不
堪
候
ニ
付
、
建
網
等
便
利
ノ
網
ヲ
使
用
為
致
候

ハ
ヽ
、「
テ
ー
シ
」
網
ト
異
リ
種
魚
ノ
「
登
〔
挿
入
〕上
ス
ル
ニ
」
妨
害
モ
ナ
ク
、
漁
民
取
漁

ハ
自
ラ
多
量
ヲ
獲
ル
ニ
至
ル
ヘ
ク
ト
存
シ
候
間
、
留
メ
網
ヲ
除
ク
ノ
外
便
宜
ノ
網
ニ

テ
川
漁
為
致
度
候

一�

旧
土
人
ノ
儀
、
不
知
文
盲
ニ
シ
テ
、
夜
中
魚
漁
禁
止
ノ
儀
及
懇
諭
候
モ
、
到
底
難
被

行
所
以
ハ
、
彼
レ
水
草
ヲ
追
テ
時
々
居
ヲ
転
シ
、
年
中
ノ
飯
料
ハ
魚
類
ヲ
以
テ
定
食

ニ
充
ツ
ル
カ
為
メ
、
老
少
男
女
ノ
別
ナ
ク
、
鮭
魚
登
上
ノ
節
ハ
悉
ク
川
ニ
臨
ミ
、
小

網
或
ハ
「
ヤ
ス
」
等
ヲ
用
ヒ
夜
分
魚
ノ
静
沈
ス
ル
ヲ
漁
獲
シ
、
年
中
ノ
食
料
ニ
貯

畜〔
マ
マ
〕ス
ル
ノ
慣
習
ニ
有
之
候
間
、
是
レ
ニ
夜
分
ノ
漁
ヲ
禁
ス
ル
ト
キ
ハ
、
即
チ
糊
口
ノ

途
ヲ
絶
チ
、
或
ハ
犯
禁
ノ
者
目
前
生
ス
ル
儀
ニ
テ
、
不
知
文
盲
土
人
ノ
情
実
ニ
於
ル

実
ニ
愍
然
ノ
至
極
ニ
有
之
候
間
、
土
人
ニ
限
リ
当
分
飯
料
丈
取
漁
ハ
夜
分
モ
差
許
置

候
様
仕
度
、
右
両
条
、
方
今
秋
味
漁
ニ
際
会
候
ニ
付
、
可
否
至
急
御
指
令
有
之
度
、

此
段
相
伺
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
根
室
支
庁
在
勤

　
　
明
治
九
年
九
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幹
事
折
田
平
内

　
　
　
長
官
黒
田
清
隆
殿
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折
田
が
求
め
る
第
一
は
、「
テ
ス
網
」
禁
止
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、「
建
網
等
便
利
ノ

網
」
の
使
用
を
認
め
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
管
内
に
お
い
て
サ
ケ
漁
実
施
を
希
望
す

る
河
川
は
川
幅
が
狭
く
急
流
で
、
引
網
だ
け
で
は
十
分
な
漁
獲
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
主
な

理
由
と
し
て
挙
げ
る
。
開
拓
使
が
河
川
で
の
サ
ケ
漁
に
つ
い
て
引
網
以
外
の
漁
法
を
禁
止
す

る
の
は
二
年
後
、
一
八
七
八
年
十
月
二
十
日
乙
第
三
十
号
布
達
に
よ
る
。
こ
の
時
点
で
な
ぜ

根
室
支
庁
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
「
建
網
」
な
ど
に
つ
い
て
許
容
を
求
め
て

い
る
の
か
理
解
し
か
ね
る
。
布
達
な
ど
に
よ
る
制
度
化
は
な
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
河
川
で

の
サ
ケ
漁
の
あ
り
方
に
つ
い
て
黒
田
長
官
ら
が
指
示
を
与
え
た
り
意
見
交
換
を
す
る
際
に
は
、

引
網
の
使
用
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
る
場
面
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
の
求
め
は
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
飯
料
」、
つ
ま
り
自
給
用
の
漁
獲
に
限
っ
て
は
、
夜

間
の
サ
ケ
漁
を
許
容
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
乙
第
九
号
布
達
の

禁
止
事
項
に
反
す
る
内
容
を
求
め
た
も
の
だ
。「
及
懇
諭
候
モ
、
到
底
難
被
行
」
と
あ
る
部

分
か
ら
は
、
禁
止
を
ア
イ
ヌ
民
族
に
説
い
て
も
実
効
を
得
る
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
現
実
に

根
室
支
庁
が
直
面
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
は
主
要
な
食
料
と
し
て
サ

ケ
に
大
き
く
依
存
し
て
お
り
、
サ
ケ
が
溯
上
す
る
時
季
に
は
老
若
男
女
が
挙
っ
て
河
川
に
お

い
て
「
小
網
」
や
「
ヤ
ス
」
な
ど
小
規
模
な
道
具
を
用
い
て
サ
ケ
を
獲
っ
て
い
る（
36
）。
そ

う
し
た
漁
は
夜
間
に
行
わ
れ
て
き
た
。
獲
っ
た
サ
ケ
は
蓄
え
て
一
年
を
通
し
て
の
食
料
と
す

る
の
が
習
慣
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
習
慣
が
根
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
夜
間
の
サ
ケ
漁
を
禁
じ

て
は
、
食
料
確
保
の
道
を
閉
ざ
し
、
禁
を
犯
す
者
（
＝
夜
間
の
漁
を
す
る
者
）
を
生
じ
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
の
だ
。

こ
の
文
書
の
奥
に
は
、
夜
間
の
サ
ケ
漁
を
禁
止
す
る
こ
と
が
ア
イ
ヌ
民
族
の
従
来
の
漁
業

活
動
、
ひ
い
て
は
生
活
の
根
底
を
大
き
く
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
と

れ
る
だ
ろ
う
。
私
は
以
前
、
千
歳
川
に
お
い
て
継
続
し
て
き
た
漁
業
活
動
が
一
方
的
に
違
法

化
さ
れ
取
締
り
対
象
と
さ
れ
る
過
程
を
た
ど
り
、
問
題
は
「
密
漁
」
と
い
う
行
為
の
側
で
は

な
く
「
密
漁
化
」
の
側
な
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た（
37
）。
こ
こ
に
も
そ
れ
と
同
じ
構
図

が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
性
質
の
夜
間
の
サ
ケ
漁
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
一
方
的
な
禁
止
に
つ

い
て
根
室
支
庁
が
「
懇
諭
」
を
重
ね
て
み
た
と
こ
ろ
で
ア
イ
ヌ
民
族
が
容
易
に
受
け
容
れ
な

い
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
配
慮
を
こ
こ
で
求
め
る
根
室
支
庁
は
し
か
し
、

「
懇
諭
」
の
効
果
が
得
ら
れ
な
い
原
因
が
政
策
・
制
度
の
側
の
問
題
に
あ
る
と
は
せ
ず
、
原

因
を
ア
イ
ヌ
民
族
の
「
不
知
文
盲
」
に
転
嫁
し
、
憐
憫
の
情
に
根
拠
に
置
い
て
理
解
を
求
め

て
い
る（
38
）。

根
室
支
庁
を
主
な
対
象
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
布
達
に
対
し
て
、
そ
れ
か
ら
さ
し
て
間
が
な

い
時
期
に
、
当
の
根
室
支
庁
の
最
高
責
任
者
か
ら
、
一
部
と
は
い
え
中
核
と
も
言
え
る
内
容

に
つ
い
て
、
そ
の
実
現
は
困
難
だ
と
状
況
把
握
の
う
え
に
例
外
的
な
許
容
を
求
め
る
声
が
上

が
っ
た
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
夜
間
の
サ
ケ
漁
禁
止
の
決
定
過
程
で
、
禁
止
対

象
と
す
る
漁
労
活
動
の
実
態
把
握
や
影
響
の
程
度
の
予
想
が
ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
浮
上
す
る
。

さ
て
、
根
室
支
庁
の
こ
の
伺
が
札
幌
本
庁
に
到
着
し
た
と
き
、
黒
田
長
官
は
す
で
に
帰
京

の
途
に
つ
い
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
札
幌
本
庁
は
こ
の
伺
を
東
京
出
張
所
に
転
送
し
た（
39
）。

そ
の
際
札
幌
本
庁
は
、「
土
人
ト
雖
モ
遵
守
可
為
致
ハ
勿
論
ニ
候
ヘ
と
も
、
目
下
食
料
ニ
差

支
候
次
第
モ
相
見
、
当
分
御
許
容
相
成
外
無
之
」
と
消
極
的
な
が
ら
根
室
支
庁
の
意
見
を
支

持
す
る
意
見
を
添
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
折
田
幹
事
が
親
の
病
気
の
た
め
に
鹿
児
島
に
帰
省

す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
聞
い
た
札
幌
本
庁
は
、
そ
の
途
次
に
東
京
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
こ
の

問
題
を
黒
田
長
官
と
直
接
協
議
す
る
よ
う
東
京
出
張
所
に
働
き
か
け
た（
40
）。
東
京
で
の
両

者
の
協
議
が
実
現
し
た
の
か
否
か
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
二
）
札
幌
本
庁
管
内

八
月
二
十
八
日
付
で
鈴
木
大
亮
か
ら
乙
第
九
号
布
達
と
告
諭
書
の
伝
達
を
受
け
た
札
幌
本

庁
堀
中
判
官
は
、
九
月
七
日
に
は
管
内
各
分
署
な
ど
に
こ
れ
ら
を
送
り
、
管
下
に
触
れ
る
よ

う
指
示
し
た（
41
）。
こ
れ
を
受
け
た
各
地
の
反
応
を
拾
っ
て
み
る
。

①
幌
別
郡

布
達
と
告
諭
書
の
伝
達
を
受
け
て
、
九
月
二
十
八
日
、
室
蘭
分
署
在
勤
の
九
等
出
仕
細
川
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碧
は
、
胆
振
の
幌
別
郡
戸
長
斎
藤
良
知
提
出
の
「
川
鮭
漁
之
儀
伺
」（
二
十
三
日
付
）
を
札

幌
本
庁
に
送
っ
た（
42
）。

細
川
に
よ
る
と
、
幌
別
郡
内
の
幌
別
川
と
登
別
川
で
は
今
回
禁
止
さ
れ
た
「
旧
習
」
を
な

お
存
続
し
、
連
綿
と
「
テ
ス
網
」
を
用
い
て
き
た
。
禁
止
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
、
両
川
を
漁

場
持
の
「
専
漁
」
と
し
て
い
る
の
を
廃
し
て
「
邨
民
自
由
之
漁
業
」
を
許
し
、
収
獲
物
へ
の

課
税
は
豊
凶
に
関
わ
り
な
く
「
カ
ギ
」
と
「
マ
レ
ツ
フ
」（
マ
レ
ㇰ
・m

arek

）
の
二
種
に

つ
い
て
一
漁
具
に
つ
き
五
十
二
銭
五
厘
ず
つ
の
定
額
税
と
し
た
い
、
と
い
う
。

斎
藤
戸
長
の
「
伺
」
を
見
る
と
、
従
来
の
漁
場
持
に
よ
る
経
営
の
下
で
は
「
テ
ス
網
」
漁

（
や
夜
漁
？
）
を
取
締
る
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
収
税
の
支
障
に
も
な
っ
て
い
る
、
と
読

み
と
れ
る
。
漁
場
持
が
営
む
多
く
の
労
働
者
を
動
員
し
た
網
漁
と
は
別
に
、
小
規
模
な
サ
ケ

漁
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
漁
場
持
の
独
占
経
営
廃
止
と
サ
ケ
の
「
テ
ス
網
」
漁
・
夜
漁
の

禁
止
を
実
現
し
た
う
え
で
、
小
規
模
な
サ
ケ
漁
を
課
税
対
象
に
組
み
込
も
う
と
い
う
の
だ
ろ

う
。札

幌
本
庁
は
、
漁
場
持
を
廃
止
し
村
民
が
「
自
由
之
漁
業
」
を
行
う
こ
と
は
認
め
る
一
方
、

課
税
方
法
を
定
額
の
鑑
札
制
と
す
る
こ
と
は
退
け
、
現
物
納
と
す
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
。

小
規
模
な
サ
ケ
漁
に
定
額
の
鑑
札
税
を
課
し
た
例
は
、
こ
の
時
期
の
札
幌
本
庁
管
内
で
も

い
く
つ
か
の
地
域
に
見
ら
れ（
43
）、
こ
こ
で
の
却
下
理
由
に
は
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る

が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
横
に
置
く
と
し
て
、
幌
別
川
と
登
別
川
で
は
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
サ

ケ
漁
が
こ
の
時
期
ま
で
行
わ
れ
て
き
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
乙
第
九
号
布
達
で
禁
止
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
布
達
の
遵
守
は
当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
記
す
戸
長
や
室
蘭
分
署
が
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
現
実
に
移
し
て
い
っ
た
の
か
が
次
の
課
題
と
な
る
。

な
お
、「
テ
ス
網
」「
カ
ギ
」「
マ
レ
ツ
フ
」
に
よ
る
サ
ケ
漁
の
従
事
者
が
ど
ん
な
人
な
の

か
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
多
く
含
む
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

②
静
内
郡

十
月
二
十
一
日
、
日
高
の
静
内
郡
七
ヶ
村
惣
名
代
深
江
良
介
は
、
札
幌
本
庁
堀
中
判
官
に

宛
て
て
次
の
よ
う
な
奉
願
書
を
送
っ
た（
44
）。

　
　
　
ヤ
ス
網
之
義
ニ
付
奉
願
書

是
迄
漁
場
雇
致
し
居
候
土
人
共
、
ヤ
ス
ト
相
唱
候
小
網
ニ
而
、
夜
中
少
々
宛
鮭
漁
事
致
、

右
鮭
ヲ
以
て
年
中
之
食
料
ニ
致
来
リ
候
処
、
今
般
テ
ス
及
夜
網
御
禁
止
ニ
付
、
彼
等
食

料
ニ
犇
ト
困
難
之
趣
ニ
而
、
漁
場
雇
相
断
候
ニ
付
、
色
々
示
談
仕
候
得
共
、
何
分
ヤ
ス

網
御
指
許
不
被
仰
付
候
而
者
雇
致
し
か
た
く
旨
申
出
、
漁
場
ニ
お
い
て
も
甚
困
却
仕
候
、

只
今
ゟ
外
方
漁
夫
雇
入
候
而
者
、
鮭
漁
事
之
期
ニ
相
後
れ
候
故
、
右
土
人
雇
入
不
申
而

者
、
漁
業
之
指
支
ニ
相
成
、
且
御
収
税
ニ
も
相
懸
リ
、
甚
恐
入
候
義
ニ
付
、
右
情
実
御

扱〔
マ
マ
〕察
之
上
、
何
卒
ヤ
ス
網
御
指
許
被
仰
付
候
御
意
者
御
座
有
間
敷
哉
、
左
候
得
者
、

漁
場
并
土
人
共
ニ
お
い
て
も
重
々
難
有
奉
存
候
、
此
段
伏
而
奉
歎
願
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
静
内
郡
七
ヶ
村
惣
名
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
江
良
介
（
印
）

　
　
明
治
九
年
十
月
廿
一
日

　
　
　
開
拓
中
判
官
　
堀
基
殿

前
書
之
通
リ
願
書
取
調
候
処
、
事
実
相
違
無
御
座
候
、
依
而
奥
印
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
林
準
太
郎
（
印
）

こ
の
地
域
の
ア
イ
ヌ
民
族
は
「
ヤ
ス
」
と
称
す
る
「
小
網
」
を
用
い
て
夜
中
に
少
し
ず
つ

サ
ケ
を
漁
獲
し
、
こ
の
サ
ケ
を
年
間
の
食
料
と
し
て
き
た
。
そ
れ
が
、「
テ
ス
網
」
と
「
夜

網
」
の
禁
止
に
よ
り
「
食
料
ニ
犇
ト
困
難
」、
つ
ま
り
深
刻
な
食
料
不
足
に
陥
っ
て
い
る
、

と
い
う
の
だ
。

こ
こ
で
い
う
「
ヤ
ス
網
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
語
の
ヤ
ㇱ
ヤ
（yas-ya

）
に
対
応
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
丸
木
舟
二
艘
の
間
に
網
を
渡
し
て
流
し
、
魚
を
す
く
い
と
る
方
法
が
知
ら
れ

る（
45
）。
こ
の
「
奉
願
書
」
は
、「
ヤ
ス
網
」
に
よ
る
夜
漁
を
禁
止
さ
れ
た
ア
イ
ヌ
民
族
が

従
来
の
漁
場
で
の
雇
用
労
働
を
断
り
、
そ
の
結
果
生
じ
た
労
働
者
不
足
に
よ
っ
て
漁
業
経
営

に
支
障
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
情
を
説
明
し
、「
ヤ
ス
網
」
に
よ
る
夜
漁
を
許
容
す
る
よ
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う
訴
え
る
。

静
内
分
署
経
由
で
こ
の
「
奉
願
書
」
を
受
け
と
っ
た
札
幌
本
庁
は
、「
ヤ
ス
網
」
に
よ
る

夜
漁
の
許
容
は
当
事
者
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
か
ら
出
願
す
べ
き
と
こ
ろ
、
労
働
者
不
足
を
理

由
に
雇
用
者
か
ら
出
願
す
る
の
は
「
不
条
理
」
だ
と
し
て
こ
れ
を
却
下
し
た
（
十
月
三
十
一

日
）。
こ
れ
を
受
け
て
ア
イ
ヌ
民
族
か
ら
改
め
て
出
願
が
あ
っ
た
か
否
か
は
確
認
で
き
な
い
。

静
内
郡
の
ア
イ
ヌ
民
族
に
食
料
不
足
が
生
じ
て
い
る
と
の
情
報
を
間
接
的
に
せ
よ
受
け
と
っ

た
札
幌
本
庁
が
、
そ
の
情
報
に
反
応
し
た
形
跡
も
確
認
で
き
て
い
な
い
。

③
岩
内
郡

札
幌
本
庁
か
ら
乙
第
九
号
布
達
の
伝
達
を
受
け
た
後
志
の
岩
内
分
署
は
九
月
二
十
六
日
、

夜
間
の
サ
ケ
漁
禁
止
は
海
浜
漁
業
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
札
幌
本
庁
に
照
会
し
た（
46
）。

管
内
海
浜
で
の
サ
ケ
建
網
漁
は
も
っ
ぱ
ら
夜
間
に
お
こ
な
っ
て
お
り
、
夜
間
の
サ
ケ
漁
が
禁

止
と
な
る
と
日
の
出
か
ら
日
没
ま
で
に
網
を
仕
掛
け
、
夜
間
は
網
を
揚
げ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
負
担
が
生
じ
る
、
と
い
う
事
情
を
説
明
し
て
い
る
。

改
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
確
か
に
乙
第
九
号
布
達
は
河
川
か
海
面
か
を
問
わ
ず
夜
間

の
サ
ケ
漁
一
般
を
禁
止
し
て
い
る
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
。

④
余
市
郡

十
一
月
十
三
日
、
岩
内
分
署
は
札
幌
本
庁
に
対
し
、
余
市
郡
で
は
夜
中
に
サ
ケ
漁
を
し
て

お
り
不
公
平
と
思
う
が
、
管
轄
内
で
は
布
達
通
り
遵
守
さ
せ
て
お
り
郡
民
た
ち
の
疑
惑
を
招

い
て
い
る
、
と
し
て
見
解
を
問
う
た（
47
）。

こ
れ
を
受
け
て
札
幌
本
庁
勧
業
課
は
、
余
市
郡
を
管
轄
す
る
小
樽
分
署
に
事
情
を
問
い
合

せ
た
（
十
一
月
二
十
日
付
）。
二
十
二
日
、
小
樽
分
署
は
回
答
を
送
り
、
ま
た
余
市
郡
に
出

張
し
て
事
情
に
通
じ
て
い
る
九
等
出
仕
北
川
誠
一
か
ら
堀
中
判
官
に
宛
て
た
次
の
よ
う
な
上

申
を
札
幌
本
庁
に
送
っ
た（
48
）。

「
第〔
朱
〕百
八
拾
六
号
」

　
　
　
余
市
川
鮭
夜
漁
之
義
上
伸

本
年
九
月
七
日
丙
第
百
三
拾
六
号
ヲ
以
、
夜
中
ノ
鮭
漁
禁
止
之
旨
長
官
殿
御
布
達
添
御

達
相
成
居
候
処
、
従
来
余
市
川
之
義
者
、
夜
漁
而
已
ニ
テ
白
昼
壱
尾
モ
収
獲
不
相
成
趣
、

余
市
分
署
ヨ
リ
申
出
も
有
之
、
出
張
之
上
現
場
目
撃
、
猶
人
民
篤
ト
取
調
候
処
、
敢
テ

疑
敷
筋
モ
相
見
得
不
申
、
全
ク
相
違
無
之
、
然
ル
ニ
唯
今
御
布
達
遵
守
候
節
ハ
、
人
民

之
困
難
不
容
易
、
差
掛
リ
経
伺
之
場
合
無
之
ニ
付
、
専
断
ニ
渉
リ
恐
縮
之
義
ニ
ハ
候
得

共
、
無
拠
次
第
ニ
付
、
検
査
等
是
迄
迚
モ
厳
重
ニ
ハ
候
得
共
、
猶
一
層
精
密
取
締
相
立
、

同
処
川
ニ
限
リ
夜
漁
収
獲
為
致
置
候
間
、
無
余〔
マ
マ
〕義
御
承
知
被
下
度
、
此
段
上
伸
仕
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
樽
在
勤

　
明
治
九
年
十
一
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
等
出
仕
　
北
川
誠
一
（
印
）

　
　
　
堀
中
判
官
殿

「
テ
ス
網
」
と
夜
漁
禁
止
の
布
達
を
受
け
と
っ
た
余
市
分
署
か
ら
、
こ
れ
ま
で
余
市
川
で

の
サ
ケ
漁
は
昼
に
は
ま
っ
た
く
し
て
お
ら
ず
夜
間
の
み
し
て
い
る
、
と
の
申
し
出
が
あ
り
、

北
川
が
出
張
し
て
現
地
を
実
見
し
、
人
び
と
の
話
を
聞
い
た
と
こ
ろ
確
か
に
そ
の
通
り
だ
っ

た
、
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
布
達
を
遵
守
し
た
の
で
は
、
人
び
と
は
容
易
な
ら
ざ
る
困
難

に
陥
り
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
正
式
な
手
続
き
に
従
っ
て
本
庁
に
伺
い
を
立
て
る
（
＝
布
達
の

例
外
と
し
て
夜
漁
を
許
容
す
る
よ
う
求
め
る
）
時
間
的
な
余
裕
は
な
い
。
そ
の
た
め
専
断
で

夜
間
の
漁
を
黙
認
し
た
、
と
い
う
経
緯
の
説
明
だ
。

末
尾
の
「
検
査
等
」
以
下
は
、
収
獲
物
の
一
定
割
合
を
税
と
し
て
現
物
で
納
め
さ
せ
る
た

め
の
検
査
を
よ
り
厳
密
に
実
施
す
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
。

本
庁
勧
業
課
は
こ
の
説
明
で
落
着
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
岩
内
分
署
に
対
し
て
説

明
で
き
な
い
こ
と
も
挙
げ
、「
経
伺
」
せ
ず
に
住
民
の
要
望
を
勝
手
に
聞
き
届
け
た
経
緯
に

つ
い
て
改
め
て
説
明
を
求
め
た
。
ま
た
、
小
樽
分
署
が
収
獲
物
の
検
査
を
厳
密
に
行
う
な
ど

と
述
べ
て
い
る
の
は
夜
漁
禁
止
と
は
別
問
題
だ
、
と
突
き
放
し
た（
49
）。

こ
れ
に
対
す
る
小
樽
分
署
の
回
答
（
十
二
月
四
日
付
）
は
、
本
庁
に
「
経
伺
」
を
し
て
判

断
を
待
つ
間
に
万
一
漁
期
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
は
、
漁
民
た
ち
が
手
配
し
て
い
た
漁
具
を
は
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じ
め
と
す
る
す
べ
て
を
空
費
す
る
こ
と
に
な
り
、
人
び
と
の
生
活
が
窮
迫
し
て
し
ま
う
こ
と

を
恐
れ
た
の
だ
、
そ
の
た
め
余
儀
な
く
川
漁
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
し
（
＝
夜
漁
を

黙
認
し
）、
明
年
か
ら
は
改
め
て
伺
書
を
差
し
出
す
つ
も
り
だ
っ
た
、
と
説
明
す
る（
50
）。

布
達
違
反
の
夜
漁
を
現
場
だ
け
の
判
断
で
黙
認
し
た
点
に
つ
い
て
言
い
逃
れ
は
で
き
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
十
二
月
二
十
八
日
、
北
川
は
黒
田
長
官
に
進
退
伺
を
提
出
し
、
翌
年
一

月
十
三
日
付
で
譴
責
処
分
を
受
け
た（
51
）。

こ
の
進
退
伺
に
記
さ
れ
た
経
緯
説
明
の
な
か
に
「
余
市
川
鮭
漁
ノ
儀
ハ
、
既
ニ
鑑
札
等
モ

下
渡
、
収
獲
之
期
ニ
差
掛
リ
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
官
か
ら
鑑
札
を
受
け
て

河
川
で
サ
ケ
の
夜
漁
を
行
う
こ
と
は
例
年
の
こ
と
と
し
て
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
年
も
鑑
札

を
発
行
済
み
で
漁
期
に
入
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
読
み
と
れ
る
。
乙
第
九
号
布
達
が

現
地
に
届
い
て
か
ら
そ
の
実
効
を
図
る
に
は
、
現
地
官
吏
に
と
っ
て
時
間
的
な
余
裕
が
あ
ま

り
に
も
な
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

夜
漁
黙
認
の
一
件
が
あ
っ
た
次
の
年
、
一
八
七
七
年
八
月
、
北
川
は
先
に
予
告
し
た
と
お

り
余
市
川
の
サ
ケ
夜
漁
を
認
め
る
よ
う
伺
を
提
出
し
た
。
進
退
伺
提
出
に
至
る
ま
で
の
前
年

の
経
緯
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
記
す（
52
）。

・
・
・
元
来
余
市
郡
鮭
漁
之
義
ハ
、
多
ク
ハ
海
面
ニ
ア
リ
テ
、
川
漁
ノ
義
ハ
出
石
大
凡

百
石
余
、
其
業
ヲ
営
ム
モ
ノ
モ
薄
資
微
力
、
鯡
漁
ヲ
以
テ
生
計
立
サ
ル
ヨ
リ
、
之
ヲ
補

フ
ニ
此
業
ヲ
以
テ
ス
ル
事
情
ニ
シ
テ
、
根
室
支
庁
管
下
等
ノ
比
例
ニ
ア
ラ
ス
、
然
リ
ト

雖
ト
モ
、
之
ヲ
禁
ス
ル
ニ
至
ツ
テ
ハ
、
細
民
破
産
ノ
基
ニ
シ
テ
、
不
容
易
次
第
、
且
土

地
ノ
金
融
ニ
モ
差
響
キ
、
実
際
ニ
於
テ
甚
差
支
候
ニ
付
、
夫
々
可
相
伺
ト
存
候
処
、
客

月
十
八
日
付
共
第
三
百
九
拾
四
号
勧
業
課
移
文
別
紙
東
京
ゟ
之
公
書
ニ
依
レ
ハ
、
前
述

ノ
如
キ
余
市
川
ノ
義
ハ
、
従
来
ノ
習
慣
ニ
任
セ
黙
許
ニ
差
置
可
然
哉
ニ
存
候
、
尤
御
布

達
ノ
趣
意
ニ
基
キ
、
不
取
締
無
之
様
可
仕
候
、
右
ハ
追
々
漁
期
ニ
向
ヒ
取
急
候
義
ニ
付
、

至
急
御
指
令
相
成
度
、
此
段
相
伺
候
也

　
但
余
市
郡
海
面
鮭
漁
之
義
ハ
、
本
文
ノ
限
ニ
無
之
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
樽
分
署
在
勤

　
明
治
十
年
八
月
廿
二
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
等
属
　
北
川
誠
一
（
印
）

　
　
　
調
所
権
大
書
記
官
殿

余
市
郡
に
お
け
る
サ
ケ
漁
は
多
く
は
海
面
で
行
わ
れ
て
お
り
、
川
漁
の
収
獲
は
百
石
余
に

過
ぎ
ず
、
そ
の
従
事
者
は
資
本
に
乏
し
く
て
ニ
シ
ン
漁
で
は
生
計
が
立
た
な
い
た
め
、
そ
れ

を
補
う
の
に
川
で
の
サ
ケ
漁
を
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。（
布
達
が
言
及
し
て
い
る
）

根
室
支
庁
管
下
と
は
比
べ
ら
れ
な
い
小
規
模
な
も
の
だ
。
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、「
細

民
」
の
破
産
を
招
き
、
土
地
の
金
融
に
も
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
、
と
状
況
を
説
明
す
る
。

北
川
は
さ
ら
に
、
前
月
十
八
日
付
で
勧
業
課
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
「
東
京
ゟ
之
公
書
」

（
後
述
）
を
根
拠
に
余
市
川
で
の
夜
漁
容
認
を
求
め
る
。
札
幌
本
庁
は
「
伺
之
趣
実
地
人
民

ノ
困
難
ニ
不
相
成
様
処
分
可
致
事
」
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
た
（
八
月
三
十
日
）。

な
お
、
こ
れ
を
含
め
こ
こ
ま
で
見
た
一
連
の
文
書
で
は
、
余
市
川
で
サ
ケ
漁
を
行
っ
て
き

た
零
細
な
漁
民
が
和
人
か
ア
イ
ヌ
民
族
な
の
か
を
直
接
示
す
文
言
は
見
当
ら
な
い
が
、
ア
イ

ヌ
民
族
も
多
く
含
む
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る（
53
）。

（
三
）
東
京
出
張
所
の
妥
協
と
そ
の
範
囲

一
八
七
七
年
八
月
二
十
二
日
の
北
川
の
伺
に
あ
っ
た
、
七
月
十
八
日
付
の
勧
業
課
か
ら
の

文
書
が
別
紙
と
し
て
送
付
し
た
「
東
京
ゟ
之
公
書
」
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ（
54
）。

　
　
札
第
弐
百
五
十
八
号

　
　
　
　
　
札
幌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京

　
　
　
　
　
書
記
官
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
書
記
官
　
西
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
牧

夜
中
之
鮭
漁
ハ
一
般
禁
止
之
処
、
海
面
及
鍵
引
之
義
ハ
臨
機
之
処
分
有
之
度
旨
、
昨
九

年
十
二
ノ
七
十
九
号
ヲ
以
御
協
議
之
趣
致
了
承
候
、
右
夜
漁
ヲ
公
然
相
許
候
時
ハ
、
昨

九
年
八
月
乙
第
九
号
管
内
布
達
ニ
悖
戻
シ
、
従
テ
弊
害
ヲ
生
シ
可
申
、
去
迚
実
際
人
民
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生
計
ヲ
失
候
様
相
成
候
而
ハ
、
苛
刻
〔
マ
マ
〕ニ
過
キ
、
右
布
達
之
本
旨
ニ
無
之
候
条
、
御
来
意

之
通
臨
機
之
御
処
分
ニ
而
、
専
ラ
人
民
其
所
ヲ
得
候
様
有
之
度
、
長
官
殿
ヘ
モ
稟
議
之

上
、
此
段
及
御
回
答
候
也

　
　
明
治
十
年
六
月
十
四
日

サ
ケ
の
夜
漁
禁
止
の
う
ち
海
面
で
の
漁
と
「
鍵
引
」
に
よ
る
漁
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
状
況
に
応
じ
た
処
分
を
認
め
る
よ
う
前
年
に
札
幌
本
庁
が
東
京
出
張
所
に
文
書
で
協
議
を

持
ち
込
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
東
京
出
張
所
は
、
夜
漁
を
公
然
と
認
め
る
の
は
乙
第
九
号
布

達
に
反
し
弊
害
を
生
じ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
人
び
と
が
生
計
を
失
う
よ
う
な
こ
と
に
な

る
の
は
苛
酷
に
過
ぎ
、
布
達
の
本
来
の
趣
旨
で
も
な
い
、
と
し
て
、
黒
田
長
官
の
同
意
を
得

た
う
え
で
札
幌
本
庁
の
提
起
を
受
け
入
れ
た
。

東
京
出
張
所
お
よ
び
黒
田
長
官
が
、
乙
第
九
号
布
達
の
禁
止
事
項
に
例
外
を
設
け
る
こ
と

に
な
る
と
の
認
識
を
持
ち
な
が
ら
、
現
場
か
ら
の
声
を
受
け
て
妥
協
を
し
た
も
の
だ
と
言
え

る
。
で
は
あ
る
が
、
こ
の
妥
協
が
（
一
）
と
（
二
）
で
見
た
各
地
に
存
在
し
て
い
た
戸
惑
い

や
反
発
の
ど
の
範
囲
に
応
え
、
ど
の
範
囲
に
は
応
え
て
い
な
い
の
か
、
を
こ
こ
で
確
認
し
て

お
く
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。

こ
の
文
書
に
先
立
つ
、
札
幌
本
庁
が
発
し
た
「
昨
九
年
十
二
ノ
七
十
九
号
」
は
今
の
と
こ

ろ
見
出
せ
て
い
な
い
。
冒
頭
の
「
夜
中
之
鮭
漁
ハ
一
般
禁
止
之
処
、
海
面
及
鍵
引
之
義
ハ
臨

機
之
処
分
有
之
度
旨
」
の
部
分
に
注
目
す
る
と
、
札
幌
本
庁
は
乙
第
九
号
布
達
の
禁
止
事
項

の
う
ち
夜
間
の
サ
ケ
漁
禁
止
だ
け
、
し
か
も
そ
の
な
か
の
海
面
に
お
け
る
漁
と
「
鍵
引
」
に

よ
る
漁
だ
け
に
つ
い
て
容
認
を
求
め
、
東
京
出
張
所
が
こ
れ
を
認
め
た
よ
う
に
見
え
る
。

だ
と
す
る
と
、
河
川
で
の
夜
間
の
サ
ケ
漁
の
う
ち
「
小
網
」
に
よ
る
も
の
（
根
室
支
庁
）

や
「
ヤ
ス
網
」（
ヤ
ㇱ
ヤ
）
に
よ
る
も
の
（
静
内
郡
）、
そ
し
て
禁
止
事
項
の
も
う
一
つ
の
柱

で
あ
る
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
漁
は
容
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
容
認
す
る
も
何
も
、
そ
も
そ
も
検

討
の
俎
上
に
も
載
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
範
囲
の
限
定
は
、
各
河
川
の
漁
業
の
現
場
か
ら
上
が
っ
た
様
々
な
声
が
、
札
幌
本
庁

段
階
で
選
別
を
経
て
い
る
こ
と
か
ら
来
て
い
る
だ
ろ
う
。
静
内
郡
の
「
ヤ
ス
網
」
に
つ
い
て

は
容
認
の
出
願
者
が
当
事
者
の
ア
イ
ヌ
民
族
で
は
な
く
雇
用
者
側
だ
っ
た
こ
と
か
ら
札
幌
本

庁
が
却
下
し
、
幌
別
郡
で
継
続
し
て
い
た
「
テ
ス
網
」
漁
に
つ
い
て
幌
別
分
署
は
容
認
を
求

め
て
い
な
か
っ
た
。
ア
イ
ヌ
民
族
の
自
給
用
サ
ケ
漁
に
つ
い
て
夜
漁
を
当
分
認
め
て
ほ
し
い

と
い
う
根
室
支
庁
か
ら
の
求
め
は
、
開
拓
使
の
機
構
上
、
基
本
的
に
は
根
室
支
庁
と
東
京
出

張
所
の
間
で
協
議
す
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
札
幌
本
庁
は
こ
の
六
月
十
四
日
付
の
東
京
出
張
所
か
ら
の
文
書
を
根
室
支
庁
に
も

参
考
用
に
送
っ
た
よ
う
だ
が（
55
）、
こ
れ
を
受
け
た
根
室
支
庁
が
管
内
で
の
サ
ケ
河
川
漁
へ

の
対
応
を
変
更
し
た
形
跡
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

札
幌
本
庁
が
東
京
出
張
所
に
容
認
を
求
め
た
二
点
の
う
ち
、
海
面
で
の
夜
間
の
サ
ケ
漁
は
、

③
の
岩
内
郡
か
ら
の
照
会
に
応
え
た
も
の
だ
。
も
う
一
つ
の
夜
間
の
「
鍵
引
」
は
ど
こ
で
実

施
し
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
余
市
川
で
零
細
漁
民
が
行
っ
て
い
た
夜
間
の
サ
ケ
漁
が
ど
ん
な

漁
法
に
よ
る
の
か
、
こ
こ
ま
で
見
た
史
料
中
に
は
言
及
は
な
い
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の

「
東
京
ゟ
之
公
書
」
を
根
拠
に
し
た
小
樽
分
署
の
主
張
を
札
幌
本
庁
が
追
認
し
た
の
を
見
る

と
、「
鍵
引
」
の
範
囲
に
収
ま
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。「
鍵
引
」
は
、

木
製
の
柄
の
先
端
に
金
属
製
の
鍵
を
装
着
し
た
道
具
で
サ
ケ
を
引
っ
か
け
て
獲
る
も
の

だ（
56
）。
ア
イ
ヌ
民
族
が
使
用
す
る
マ
レ
ㇰ
は
、
突
く
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ケ
を
捕
獲
す
る
か

ら
、
こ
れ
と
は
異
な
り
、「
引
」
の
字
に
も
馴
染
み
に
く
い
が
、
木
製
の
柄
の
先
に
鍵
状
の

金
属
を
付
し
た
外
見
は
鍵
と
似
て
お
り
、「
鍵
引
」
の
範
囲
内
で
処
理
す
る
余
地
も
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

「
テ
ス
網
」
の
禁
止
徹
底
に
つ
い
て
、
東
京
出
張
所
と
黒
田
長
官
の
姿
勢
は
頑
強
だ
っ
た
。

一
八
七
八
年
八
月
に
は
、
千
歳
川
流
域
に
お
い
て
和
人
と
ア
イ
ヌ
民
族
が
以
前
か
ら
実
施
し

札
幌
本
庁
が
容
認
し
て
き
た
「
ウ
ラ
イ
網
」
に
よ
る
サ
ケ
漁
に
つ
い
て
、
東
京
出
張
所
は
そ

れ
が
「
テ
ス
網
」
と
類
似
の
漁
法
だ
と
し
て
継
続
を
認
め
ず
、
そ
れ
ば
か
り
か
札
幌
本
庁
在

勤
中
に
「
ウ
ラ
イ
網
」
漁
の
出
願
容
認
を
願
い
出
た
官
吏
を
「
布
達
ノ
主
意
ヲ
誤
認
」
し
た

も
の
だ
と
し
て
譴
責
処
分
に
し
た（
57
）。
こ
の
経
緯
に
つ
い
て
私
は
以
前
、「
河
川
を
張
り

切
ら
な
い
こ
の
種
の
漁
法
も
異
論
の
余
地
な
く
禁
止
対
象
で
あ
る
と
い
う
見
解
の
徹
底
で
あ

り
、
在
来
の
小
規
模
漁
業
を
大
幅
に
制
約
す
る
方
向
で
法
令
の
施
行
規
準
の
明
確
化
を
図
っ
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た
も
の
と
言
え
よ
う
」
と
記
し
た（
58
）。
こ
の
記
述
は
誤
り
で
は
な
い
が
、
踏
込
み
が
甘
い

と
今
に
し
て
思
う
。
河
川
の
流
路
を
横
切
る
よ
う
に
構
造
物
を
設
け
て
サ
ケ
を
獲
る
点
で
テ

ㇱ
と
ウ
ラ
イ
に
共
通
性
は
あ
る
も
の
の
、
簗
漁
で
あ
る
後
者
は
前
者
と
異
な
る
漁
法
で
あ
り
、

「
テ
ス
網
」
と
の
み
記
し
た
布
達
の
文
言
か
ら
「
ウ
ラ
イ
網
」
も
禁
止
す
る
趣
旨
を
当
然
読

み
と
る
べ
き
だ
と
し
て
譴
責
処
分
ま
で
す
る
の
は
、
法
令
の
運
用
と
組
織
運
営
の
あ
り
方
の

両
面
に
お
い
て
非
常
に
独
善
的
で
、
問
題
が
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

一
八
七
六
年
八
月
二
十
八
日
開
拓
使
乙
第
九
号
布
達
は
、
北
海
道
全
体
の
河
川
の
サ
ケ
漁

に
つ
い
て
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
漁
と
夜
間
の
漁
を
禁
止
し
た
。
黒
田
清
隆
長
官
が
千
島
国
出

張
へ
の
行
程
の
な
か
で
根
室
に
滞
在
し
て
い
た
間
に
告
諭
書
と
と
も
に
発
し
た
も
の
で
、
漁

場
持
を
廃
止
し
、
新
し
く
移
っ
て
く
る
漁
業
者
た
ち
に
漁
場
を
割
り
渡
し
て
漁
業
活
動
を
奨

励
し
よ
う
す
る
政
策
展
開
の
只
中
に
お
け
る
措
置
だ
っ
た
。

あ
る
行
為
に
対
す
る
禁
令
は
、
従
来
存
在
し
た
行
為
の
存
続
を
阻
止
す
る
性
格
を
も
つ
か

ら
、
何
ら
か
の
摩
擦
や
軋
轢
は
想
定
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
が
、
こ
の
布
達
が
各
地
に

生
じ
さ
せ
た
波
紋
を
見
る
と
、
そ
う
言
っ
て
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

一
つ
に
は
、
こ
の
布
達
が
「
テ
ス
網
」
は
以
前
か
ら
一
般
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
し

て
い
た
の
は
事
実
認
識
と
し
て
妥
当
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
全
体
に
は
夜
間

の
サ
ケ
漁
禁
止
に
対
す
る
戸
惑
い
や
反
発
が
多
く
確
認
で
き
る
一
方
で
、「
テ
ス
網
」
禁
止

に
対
す
る
反
応
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
。
だ
が
、
以
前
か
ら
北
海
道
全
域
に
お
い
て
な
さ
れ

て
い
た
禁
止
措
置
の
再
確
認
と
い
う
体
裁
の
こ
の
禁
止
措
置
が
、
実
際
に
は
多
く
の
河
川
に

新
た
な
禁
制
を
持
ち
込
む
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
い
を
払
拭
で
き
な
い
。
こ

の
点
、
今
後
の
検
討
を
要
す
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

二
つ
め
に
、
夜
間
の
サ
ケ
漁
禁
止
に
対
し
て
は
、
こ
の
布
達
の
主
要
対
象
だ
っ
た
根
室
支

庁
管
内
を
含
め
、
多
く
の
地
域
か
ら
戸
惑
い
や
反
発
の
声
が
上
が
っ
て
い
た
。
布
達
中
で
は

「
テ
ス
網
」
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
し
、「
上
流
漁
業
ノ
妨
」
と
「
魚
苗

減
耗
」
と
い
う
禁
止
理
由
を
一
応
は
挙
げ
る
の
に
対
し
て
、「
夜
中
ノ
鮭
漁
」
を
禁
止
す
る

理
由
を
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。
い
か
に
も
唐
突
で
、
そ
れ
を
禁
止
す
る
必
要
性
や
禁
止
に

よ
る
影
響
に
つ
い
て
、
各
河
川
の
実
態
に
即
し
て
事
前
に
把
握
し
検
討
し
て
い
た
の
か
、
か

な
り
疑
わ
し
い
。

三
つ
に
は
、「
テ
ス
網
」
漁
と
夜
間
の
サ
ケ
漁
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
各
河
川
に
お
い
て

毎
年
行
わ
れ
て
き
た
漁
業
活
動
に
対
し
て
、
八
月
二
十
八
日
と
い
う
ま
さ
に
サ
ケ
の
溯
上
と

漁
季
に
差
し
か
か
ろ
う
と
す
る
時
期
に
禁
令
を
発
し
て
い
る
点
だ（
59
）。
代
替
措
置
の
用
意

も
な
い
。
時
間
的
な
余
裕
の
な
さ
は
、
禁
止
対
象
と
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
サ
ケ
漁
に
依
拠
し

て
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
当
事
者
に
と
っ
て
は
禁
止
を
受
け
入
れ
が
た
い
要
素
と
な
り
、

そ
う
し
た
人
び
と
に
直
接
対
す
る
開
拓
使
出
先
が
対
応
に
苦
慮
す
る
要
素
に
も
な
っ
た
。

一
八
七
六
年
八
月
の
特
定
の
布
達
に
焦
点
を
当
て
る
と
い
う
論
の
立
て
方
を
決
め
た
時
点

で
予
想
し
て
い
た
こ
と
だ
が
、
本
稿
で
は
各
河
川
で
の
サ
ケ
漁
や
住
民
た
ち
の
生
活
に
つ
い

て
、
時
期
の
幅
や
奥
行
き
を
も
っ
た
叙
述
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
サ
ケ
漁
規
制
に

限
っ
て
も
、
前
後
の
時
期
を
視
野
に
入
れ
た
考
察
を
し
な
け
れ
ば
、
全
体
状
況
を
見
な
い
議

論
に
陥
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
こ
の
点
は
、
個
別
河
川
を
た
ど
る
作
業
に
再
度
取
り
組
む

こ
と
を
期
し
た
い
。
サ
ケ
の
人
工
孵
化
や
様
々
な
加
工
技
術
の
導
入
を
こ
の
時
期
の
開
拓
使

が
ど
う
図
り
つ
つ
あ
っ
た
か
も
、
改
め
て
整
理
が
必
要
だ
ろ
う
。
ま
た
、
一
八
七
六
年
時
点

や
そ
れ
以
前
の
「
テ
ス
網
」
に
よ
る
サ
ケ
漁
や
夜
間
の
サ
ケ
漁
の
実
態
に
つ
い
て
、
一
次
史

料
を
検
討
し
て
把
握
す
る
作
業
を
せ
ず
に
本
稿
に
臨
ん
だ
こ
と
で
、
議
論
を
深
め
ら
れ
な
い

場
面
が
多
く
あ
り
、
準
備
不
足
を
痛
感
し
た
点
、
最
後
に
記
し
て
お
く
。

謝
辞本

稿
作
成
の
た
め
の
史
料
調
査
な
ど
に
つ
い
て
、
北
海
道
立
文
書
館
・
北
海
道
立
図
書
館

の
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

註（
1
）近
代
北
海
道
に
お
け
る
サ
ケ
人
工
孵
化
事
業
の
歴
史
に
つ
い
て
、秋
庭
鉄
之『
サ
ケ
の
文
化
誌
』（
北
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海
道
新
聞
社
、一
九
八
八
年
）、お
よ
び
北
海
道
さ
け
・
ま
す
ふ
化
放
流
事
業
百
年
史
編
さ
ん
委
員
会

編『
北
海
道
鮭
鱒
ふ
化
放
流
事
業
百
年
史
』（
北
海
道
さ
け
・
ま
す
ふ
化
放
流
事
業
百
年
記
念
事
業
協

賛
会
、一
九
八
八
年
）を
参
照
。

（
2
）福
永
真
弓『
サ
ケ
を
つ
く
る
人
び
と
』（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
一
九
年
）ほ
か
を
参
照
。

（
3
）『
ア
イ
ヌ
民
族
誌
』上（
第
一
法
規
、一
九
六
九
年
）三
四
二-

三
五
六
頁（
犬
飼
哲
夫
執
筆
分
）ほ
か
を

参
照
。

（
4
）「
千
歳
川
の
サ
ケ
漁
規
制
と
ア
イ
ヌ
民
族
」『
北
海
道
開
拓
記
念
館
研
究
紀
要
』第
三
十
二
号
、

二
〇
〇
四
年
、一
一
九-
一
四
二
頁（
の
ち『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
）の
第
四
章
。以
下
の
言
及
は
こ
の
本
に
よ
る
）、「
遊
楽
部
川
へ
の
サ
ケ
種
川
法
導
入

と
地
域
住
民
」『
同
前
』第
三
十
六
号
、二
〇
〇
八
年
、一
〇
三（
二
二
）-

一
二
四（
一
）頁
、お
よ
び「
札

幌
県
に
よ
る
十
勝
川
流
域
の
サ
ケ
禁
漁
と
ア
イ
ヌ
民
族
」『
同
前
』第
三
十
八
号
、二
〇
〇
九
年
、

二
〇
一（
二
二
）-

二
二
二（
一
）頁
。

（
5
）井
上
勝
生「
内
村
鑑
三
と
石
狩
川
サ
ケ
漁
、ア
イ
ヌ
民
族
」『
北
海
道
大
学
大
学
文
書
館
年
報
』第

十
二
号
、二
〇
一
七
年
、一-

三
〇
頁
。

（
6
）田
端
宏「
明
治
初
期
の
漁
業
制
度
に
つ
い
て
―
漁
場
持
制
の
考
察
」『
新
し
い
道
史
』第
八
巻
第
五
号

（
通
巻
第
四
十
一
号
）、一
九
七
〇
年
八
月
、一-

一
五
頁
。こ
の
論
文
に
よ
れ
ば
、開
拓
使
が
課
し
た

税
の
負
担
が
、実
質
的
に
旧
来
の
運
上
金
よ
り
大
き
か
っ
た
た
め
、漁
場
持
の
辞
任
や
負
担
軽
減
の

歎
願
が
相
次
ぎ
、一
八
七
六
年
九
月
の
乙
第
十
号
布
達
時
点
で
漁
場
持
が
存
続
し
て
い
た
の
は
、胆

振
国
の
有
珠
・
幌
別
・
白
老
・
千
歳
、日
高
国
の
沙
流
・
新
冠
、三
石
、釧
路
国
の
釧
路
・
白
糠
、根
室
国

の
野
付
・
標
津
・
目
梨
、北
見
国
、千
島
国
の
択
捉
・
振
別
・
沙
那
・
蕊
取
、天
塩
国
だ
け
だ
っ
た
。

（
7
）『
明
治
九
年
　
開
拓
使
布
令
録
　
完
』五
四
頁
。

（
8
）前
掲『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』一
六
三-

一
六
五
頁
で
も
多
少
論
じ
た
。

（
9
）ウ
ラ
イ
に
つ
い
て
前
掲『
ア
イ
ヌ
民
族
誌
』を
参
照
。

（
10
）高
倉
新
一
郎『
ア
イ
ヌ
政
策
史
』（
日
本
評
論
社
、一
九
四
二
年
）五
〇
六
頁
。

（
11
）高
倉
新
一
郎「
サ
ッ
ポ
ロ
の
ウ
ラ
イ
」『
札
幌
の
歴
史
』第
十
二
号
、一
九
八
七
年
、二
頁
。

（
12
）高
倉
新
一
郎「
ア
イ
ヌ
の
漁
猟
権
に
つ
い
て
」『
ア
イ
ヌ
研
究
』（
北
海
道
大
学
生
活
協
同
組
合
、

一
九
六
六
年
）一
六
三-

二
一
七
頁
。初
出
は『
社
会
経
済
史
学
』第
六
巻
六
・
七
号
、一
九
三
六
年
九
・

十
月
。

（
13
）論
文
中
に
明
記
は
な
い
が
、主
に
依
拠
し
て
い
る
史
料
は
北
海
道
立
文
書
館
が
所
蔵
す
る
次
の
二

点
だ
と
思
わ
れ
る
。「
ニ
シ
ベ
ツ
一
件
書
」（
旧
記
三
八
、三
九
）、お
よ
び「
フ
ウ
レ
ン
・
ヘ
ト
カ
論
所

相
方
御
詰
合
打
合
御
用
状
写
　
文
政
九
戌
年
四
月
」（
旧
記
一
二
八
〇
）。

（
14
）瀬
川
拓
郎『
ア
イ
ヌ
・
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
考
古
学
』（
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、二
〇
〇
五
年
）

一
八
四-

一
八
五
頁
。瀬
川
氏
の
記
述
は
、秋
葉
実
編『
北
方
史
史
料
集
成
』第
二
巻（
北
海
道
出
版
企

画
セ
ン
タ
ー
、一
九
八
九
年
）、お
よ
び
関
秀
志「
ア
イ
ヌ
民
族
と
鮭
・
鱒（
続
）」『
松
浦
武
四
郎
研
究

会
誌
』第
二
十
五
号（
松
浦
武
四
郎
研
究
会
、一
九
九
八
年
）に
依
拠
す
る
。

（
15
）松
浦
武
四
郎
著
・
高
倉
新
一
郎
校
訂
・
秋
葉
実
解
読『
戊
午
東
西
蝦
夷
山
川
地
理
取
調
日
誌
』（
北
海

道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
、一
九
八
五
年
）。

（
16
）岩
﨑
奈
緒
子「
近
世
蝦
夷
地
に
お
け
る
河
川
用
益
権
」（
渡
辺
尚
志
・
五
味
文
彦
編『
新
体
系
日
本
史

3
　
土
地
所
有
史
』山
川
出
版
社
、二
〇
〇
二
年
、三
一
五-

三
二
三
頁
）は
、こ
れ
ら
の
紛
争
を
再
検

討
す
る
な
か
で
、紛
争
の
一
因
と
な
っ
た「
留
網
」に
つ
い
て
、請
負
商
人
が
導
入
し
た
も
の
、と
し

て
い
る
。

（
17
）【
A
】は「
根
室
支
庁
下
漁
業
ノ
風
習
改
善
新
場
開
業
勧
誘
ノ
件
」『
東
京
往
復
　
明
治
九
年
』根
室
支

庁
記
録
課（
簿
書
一
八
九
一
、四
七
件
目
）、【
B
】は「
鮭
漁
テ
ス
網
禁
止
ノ
旨
布
達
並
ニ
告
諭
ノ
件
」

『
開
拓
使
公
文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』開
拓
使
札
幌
本
庁（
簿
書
六
一
一
一
、二
五
件
目
）所
収
。

以
下
史
料
名
の
後
の
括
弧
内
に
北
海
道
立
文
書
館
所
蔵
史
料
の
簿
書
番
号
と
件
番
号
を
示
す
。

（
18
）前
掲『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』一
六
四
頁
。

（
19
）『
長
官
滞
在
中
書
類
　
明
治
九
年
自
八
月
至
九
月
』札
幌
本
庁
記
録
局
公
文
課（
簿
書
一
五
四
九
）。

（
20
）鈴
江
英
一『
開
拓
使
文
書
を
読
む
』（
雄
山
閣
、一
九
八
九
年
）一
三
三-

一
三
六
頁
。

（
21
）「
免
税
場
調
及
免
税
場
出
産
高
調
方
等
精
密
取
調
方
ノ
件
」『
東
京
往
復
　
明
治
九
年
』根
室
支
庁
記

録
課（
簿
書
一
八
九
一
、四
五
件
目
）。

（
22
）同
前
。

（
23
）土
屋
の
辞
職
ま
で
の
経
過
は「
漁
場
調
査
不
都
合
ニ
付
、権
大
主
典
土
屋
久
礼
進
退
伺
ノ
件
」�『
開
拓

使
公
文
録
原
本
　
本
庁
往
復
　
明
治
九
年
』東
京
出
張
所（
簿
書
五
八
三
八
、七
件
目
）、「
根
室
支
庁

在
勤
土
屋
権
大
主
典
進
退
伺
ノ
件
」前
掲『
東
京
往
復
　
明
治
九
年
』（
簿
書
一
八
九
一
、四
六
件
目
）

ほ
か
。

（
24
）「
根
室
野
付
両
郡
界
西
別
川
平
均
割
渡
ノ
件
」『
長
官
殿
伺
并
上
申
　
全
　
明
治
九
年
』根
室
支
庁
記

録
課（
簿
書
一
八
八
六
、二
九
件
目
）。以
下
、開
拓
使
期
ま
で
の
西
別
川
の
サ
ケ
漁
場
を
め
ぐ
る
経

緯
の
概
要
は
、岩
﨑
奈
緒
子「〈
歴
史
〉と
ア
イ
ヌ
」『
日
本
の
歴
史
25
　
日
本
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
』

（
講
談
社
、二
〇
〇
三
年
、一
九
三-

二
三
二
頁
）が
た
ど
っ
て
い
る
。

（
25
）「
西
別
川
鮭
漁
差
留
置
ノ
処
川
口
ヨ
リ
壱
里
以
内
十
月
限
差
許
方
ノ
件
」『
管
内
戸
長
総
代
限
達
　

明
治
九
年
』根
室
支
庁
記
録
課（
簿
書
一
八
八
五
、六
件
目
）。

（
26
）「
西
別
川
漁
場
借
渡
ニ
付
一
般
ヘ
ノ
差
許
方
達
ノ
件
」『
同
前
』（
簿
書
一
八
八
五
、一
六
件
目
）。

（
27
）同
前
。

（
28
）あ
る
い
は
二
月
二
十
五
日
の
達
に
は「
テ
ス
網
」の
使
用
を
十
月
中
に
限
っ
て
認
め
る
と
い
う
意
味

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
29
）八
月
二
十
九
日
に
鈴
木
七
等
出
仕
か
ら
折
田
幹
事
に
宛
て
た
文
書
は「
ニ
シ
ヘ
ツ
川
並
標
津
川
其
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他
漁
場
割
渡
之
節
実
地
検
分
間
数
等
調
査
之
為
出
張
之
官
員
姓
名
至
急
御
回
有
之
度
」と
求
め
た

（
前
掲
、簿
書
一
八
九
一
、四
五
件
目
）。漁
場
割
渡
し
の
実
務
に
当
っ
た
者
か
ら
現
地
の
状
況
を
聞

き
取
ろ
う
と
し
た
も
の
か
と
も
思
え
る
が
、出
頭
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
く
姓
名
を
問
う
て
い

る
点
か
ら
は
、調
査
の
不
十
分
さ
や
、修
正
が
必
要
に
な
る
よ
う
な
漁
場
割
渡
し
を
咎
め
る
意
図
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と
も
思
わ
れ
る
。『
支
庁
日
誌
　
明
治
九
年
』根
室
支
庁
記
録
課（
簿
書

一
八
九
二
）に
よ
れ
ば
、西
別
川
の
漁
場
割
渡
し
に
携
わ
っ
た
の
は
前
述
の
土
屋
久
礼
、標
津
・
目
梨

両
郡
の
漁
場
割
渡
し
は
十
五
等
出
仕
小
西
恭
助
だ
っ
た
。

（
30
）一
八
七
六
年
八
月
二
十
八
日
開
拓
使
無
号
告
諭
、『
明
治
九
年
　
開
拓
使
布
令
録
　
完
』一
二
三-

一
二
四
頁
。

（
31
）一
八
七
六
年
九
月
二
十
一
日
開
拓
使
乙
第
十
号
布
達
、『
同
前
』五
五-

五
八
頁
。

（
32
）こ
こ
で
深
く
論
じ
る
準
備
は
な
い
が
、サ
ケ
の
回
帰
数
維
持
と
い
う
問
題
意
識
は
、サ
ケ
の
漁
獲
全

般
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
に
向
い
て
い
い
は
ず
な
の
に
、開
拓
使
は「
テ
ス
網
」や
夜
の
漁
と
い
っ

た
特
定
の
漁
へ
の
攻
撃
に
向
き
が
ち
だ
、と
い
う
点
を
ど
う
考
え
る
か
、は
課
題
と
し
て
挙
げ
て
お

く
。

（
33
）萱
野
茂『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』（
す
ず
さ
わ
書
店
、一
九
七
八
年
）一
七
四-

一
七
五
、一
八
三
頁
。

（
34
）「
鮭
漁
中
テ
ス
網
禁
止
ノ
件
」『
管
内
布
達
　
明
治
九
年
』（
簿
書
一
八
八
三
、四
五
件
目
）。

（
35
）引
用
は「
川
漁
ヘ
建
網
使
用
ノ
義
並
ニ
旧
土
人
夜
間
鮭
漁
差
許
等
ノ
件
」前
掲『
長
官
殿
伺
并
上
申
　

全
　
明
治
九
年
』（
簿
書
一
八
八
六
、四
〇
件
目
）に
よ
る
。こ
れ
を
送
付
す
る
札
幌
本
庁
宛
て
の
文

書
は
、一
八
七
六
年
九
月
十
八
日
付
九
ノ
六
号
、折
田
幹
事
よ
り
堀
中
判
官
・
調
所
少
判
官
宛
、「
鮭

川
漁
ニ
建
網
使
用
方
並
ニ
旧
土
人
達
夜
間
漁
業
差
許
方
伺
ノ
件
」『
本
庁
往
書
　
第
弐
　
明
治
九
年

自
一
月
至
十
二
月
』根
室
支
庁
記
録
課（
簿
書
一
八
八
九
、七
六
件
目
）。

（
36
）こ
こ
で
言
う「
ヤ
ス
」が
後
述
す
る
網
の
ヤ
ㇱ
ヤ（yas -ya

）を
指
す
の
か
、刺
突
具
の
ヤ
ス
な
い
し

マ
レ
ㇰ
を
指
す
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。

（
37
）前
掲
山
田『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』一
八
七
頁
。

（
38
）前
掲
岩
﨑「
歴
史
と
ア
イ
ヌ
」は
、こ
の
文
書
に
つ
い
て「
そ
れ
は
、ア
イ
ヌ
の
そ
れ
ま
で
の
生
業
の

あ
り
方
を
尊
重
す
る
立
場
か
ら
の
願
い
出
で
は
な
か
っ
た
」、「
開
拓
使
政
策
の
意
図
を
理
解
で
き

な
い
、「
不
知
文
盲
」の
ア
イ
ヌ
は
憐
憫
の
対
象
と
は
な
り
え
て
も
、そ
の
か
れ
ら
の
旧
来
の
営
み
は
、

開
拓
使
に
と
っ
て
尊
重
す
べ
き
対
象
で
は
な
か
っ
た
」と
す
る（
二
一
一-

二
一
二
頁
）。

（
39
）〔
日
付
欠
〕十
ノ
十
号
、堀
中
判
官
・
調
所
少
判
官
・
金
井
信
之
よ
り
西
村
中
判
官
・
安
田
少
判
官
・
小

牧
幹
事
宛
、「
鮭
川
漁
ニ
建
網
使
用
並
ニ
土
人
夜
間
漁
業
許
可
方
、根
室
支
庁
伺
ノ
件
」前
掲『
開
拓

使
公
文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』開
拓
使
札
幌
本
庁（
簿
書
六
一
一
一
、三
〇
件
目
）。

（
40
）一
八
七
六
年
十
月
四
日
付
十
ノ
十
五
号
、堀
中
判
官
・
調
所
少
判
官
・
金
井
信
之
よ
り
西
村
中
判
官
・

安
田
少
判
官
・
小
牧
幹
事
宛
、『
同
前
』（
簿
書
六
一
一
一
、三
〇
件
目
）。

（
41
）一
八
七
六
年
九
月
九
日
付
丙
第
一
三
六
号
、開
拓
中
判
官
堀
基
よ
り
各
分
署
・
市
在
各
村
宛
、「
鮭
漁

テ
ス
網
禁
止
ノ
旨
布
達
、並
ニ
告
諭
ノ
件
」『
同
前
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
五
件
目
）。

（
42
）以
下
は「
鮭
漁
テ
ス
網
禁
止
ニ
付
、幌
別
郡
幌
別
川
・
登
別
川
漁
場
持
廃
止
ノ
上
郡
民
自
由
漁
場
ト

シ
、漁
具
カ
キ
マ
レ
ツ
プ
等
へ
課
税
ノ
件
」『
同
前
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
六
件
目
）に
よ
る
。

（
43
）こ
の
点
、前
掲
山
田『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』一
七
二-

一
七
三
頁
。

（
44
）「
静
内
郡
七
カ
村
漁
場
総
代
深
江
良
助
、土
人
ヤ
ス
網
漁
許
可
方
願
出
ノ
件
」前
掲『
開
拓
使
公
文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
七
件
目
）。

（
45
）萱
野
茂『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』（
す
ず
さ
わ
書
店
、一
九
七
八
年
）一
八
二-

一
八
三
頁
は
、図
と
写
真
入

り
で
、網
の
形
状
と
漁
の
方
法
を
記
載
す
る
。他
に
、犬
飼
哲
夫「
釧
路
地
方
の
ア
イ
ヌ
の
川
漁（
ヤ

ス
）に
つ
い
て
」（『
北
方
文
化
研
究
報
告
』第
十
六
号
、一
九
六
一
年
、三
五-

三
八
頁
）を
参
照
。

（
46
）一
八
七
六
年
九
月
二
十
六
日
付
九
ノ
三
十
三
号
、岩
内
分
署
よ
り
記
録
局
宛
、「
テ
ス
網
禁
止
並
ニ

夜
間
鮭
漁
禁
止
ノ
処
、夜
間
海
ニ
テ
漁
猟
ノ
義
ニ
付
、岩
内
分
署
ヨ
リ
問
合
ノ
件
」前
掲『
開
拓
使
公

文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
八
件
目
）。

（
47
）一
八
七
六
年
十
一
月
十
三
日
付
第
八
十
六
号
、岩
内
分
署
在
勤
大
主
典
水
野
義
郎
よ
り
中
判
官
堀

基
宛
、「
余
市
郡
夜
中
鮭
漁
取
扱
、処
分
ノ
件
」『
取
裁
録
　
明
治
十
年
至
一
月
至
十
二
月
』札
幌
本
庁

民
事
局
勧
業
課（
A
四
／
三
八
、七
六
件
目
）。

（
48
）一
八
七
六
年
十
一
月
二
十
二
日
付
十
一
ノ
一
三
七
号
、小
樽
分
署
よ
り
勧
業
課
宛
、前
掲『
開
拓
使

公
文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
八
件
目
）。引
用
は「
余
市
川
ニ
テ
夜
間
鮭

漁
許
可
方
、小
樽
分
署
上
申
ノ
件
」前
掲『
開
拓
使
公
文
録�

勧
業･

文
書･

会
計･

地
方
』（
簿
書

六
一
一
一
、二
九
件
目
）に
よ
る
。

（
49
）一
八
七
六
年
十
一
月〔
日
欠
〕諸
第
四
九
五
号
、勧
業
課
よ
り
小
樽
分
署
宛「
余
市
川
鮭
夜
漁
之
義
ニ

付
伺
」、『
同
前
』（
簿
書
六
一
一
一
、二
九
件
目
）。

（
50
）一
八
七
六
年
十
二
月
四
日
付
十
二
ノ
十
六
号
、小
樽
分
署
よ
り
勧
業
課
宛
、「
余
市
郡
ニ
テ
夜
中
鮭

漁
ノ
件
」『
各
郡
文
移
録
　
明
治
十
年
従
十
月
至
十
二
月
』札
幌
本
庁
民
事
局
勧
業
課（
A
四
／

三
二
、六
一
件
目
）。

（
51
）「
余
市
川
鮭
等
夜
漁
収
獲
ノ
期
扱
振
遷
延
ノ
件
」『
進
退
伺
処
断
録
　
従
明
治
九
年
至
十
一
月
』上
局

（
簿
書
二
三
九
二
、二
三
件
目
）。

（
52
）一
八
七
七
年
八
月
二
十
二
日
付
第
二
六
一
号
、小
樽
分
署
在
勤
三
等
属
北
川
誠
一
よ
り
調
所
権
大

書
記
官
宛「
余
市
川
鮭
夜
漁
之
義
ニ
付
伺
」、お
よ
び「
余
市
郡
夜
中
鮭
漁
取
扱
、処
分
ノ
件
」『
取
裁

録
　
明
治
十
年
自
一
月
至
十
二
月
』札
幌
本
庁
民
事
局
勧
業
課（
A
四
／
三
八
、一
〇
六
件
目
）。

（
53
）「
余
市
郡
大
川
筋
鮭
漁
業
場
所
ノ
義
ニ
付
同
地
出
張
阿
部
属
ヨ
リ
照
会
ノ
件
」『
札
幌
県
治
類
典
　

物
産
税
　
第
三
　
明
治
十
五
年
自
九
月
至
十
月
』札
幌
県
租
税
課（
簿
書
七
四
九
六
、五
七
件
目
）を

参
照
。
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（
54
）「
夜
中
ニ
於
ケ
ル
鮭
漁
一
般
禁
止
ノ
件
」『
東
京
並
各
支
庁
文
移
録
　
明
治
十
年
従
七
月
至
十
二
月
』

札
幌
本
庁
民
事
局
勧
業
課（
A
四
／
三
四
、二
九
件
目
）。

（
55
）一
八
七
七
年
十
月〔
日
欠
〕七
ノ
十
五
号
、調
所
大
書
記
官
・
内
海
少
書
記
官
よ
り
根
室
支
庁
宛
、前

掲『
東
京
並
各
支
庁
文
移
録
　
明
治
十
年
従
七
月
至
十
二
月
』（
A
四
／
三
四
、二
九
件
目
）。文
書
散

逸
の
た
め
か
私
の
調
査
不
足
の
た
め
か
、今
の
と
こ
ろ
根
室
支
庁
が
こ
の
文
書
を
受
け
と
っ
た
こ

と
を
確
認
で
き
て
い
な
い
。

（
56
）前
掲
萱
野『
ア
イ
ヌ
の
民
具
』一
七
六-

一
七
七
頁
。札
幌
県
が
豊
平
・
琴
似
・
発
寒
川
や
千
歳
川
流
域

で
サ
ケ
の「
密
漁
」取
締
り
を
行
っ
た
際
に
没
収
さ
れ
た
漁
具
に
は
、「
鉤
」や「
引
鉤
」が
少
な
か
ら

ず
見
ら
れ
る（「
琴
似
川
・
発
寒
川
鮭
密
漁
ニ
使
用
ノ
器
具
ノ
件
」『
札
幌
県
治
類
典
　
雑
　
合
拾
弐

冊
　
第
二
　
明
治
十
六
年
二
月
』札
幌
県
警
察
本
署（
簿
書
八
二
五
六
、三
五
件
目
）、お
よ
び「
豊
平

外
六
川
鮭
密
漁
取
締
ニ
関
ス
ル
件
」『
札
幌
県
治
類
典
　
水
産
　
第
二
　
明
治
十
九
年
一
月
』旧
札

幌
県
勧
業
課（
簿
書
一
〇
二
一
二
、九
件
目
））。和
人
と
ア
イ
ヌ
民
族
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い

た
と
見
ら
れ
る
。�

（
57
）こ
の
件
に
つ
い
て
は
、前
掲
山
田『
近
代
北
海
道
と
ア
イ
ヌ
民
族
』一
六
五-

一
七
〇
頁
。

（
58
）同
前
、一
六
九
頁
。

（
59
）こ
の
一
八
七
六
年
の
秋
、開
拓
使
は
毒
矢
猟
の
禁
止
を
猟
期
直
前
に
一
方
的
に
決
定
し
、各
地
の
ア

イ
ヌ
民
族
が
延
期
を
求
め
た
歎
願
を
聞
き
入
れ
ず
、禁
止
を
強
行
し
た（
前
掲
山
田『
近
代
北
海
道

と
ア
イ
ヌ
民
族
』第
一
章
）。十
分
な
代
替
措
置
も
時
間
的
な
余
裕
も
な
い
状
態
で
、ア
イ
ヌ
民
族
に

従
来
の
生
業
活
動
の
排
除
を
迫
る
姿
勢
に
、共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
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Prohibition by Kaitakushi (the Hokkaido Development Commission) 
of ‘Tesu-ami’ Fishing and Night Fishing of River Salmon

YAMADA Shin’ichi

 

Among its plans to encourage industrial de-
velopment in Hokkaido, Kaitakushi (the Hokkaido 
Development Commission, active 1869-1882) 
strengthened regulations against salmon fishing 
in rivers. This paper focuses on the proclamation 
of August 1876 which prohibited ‘tesu-ami’ fishing 
and night fishing, outlines facts regarding its 
legislative process and outcomes, and considers 
related problems. Below is a summary of findings.

① This proclamation was issued with a close 
relation to the measures enacted during Com-
missioner KURODA Kiyotaka’s stay in Nemuro, 
which abolished monopolistic fishery rights held 
by certain capitalists under the gyoba-mochi 
fishery operator arrangement.

② ‘Tesu-ami’ is derived from tes, an Ainu 
fishing method, and ami, the Japanese word for 
fishing net, although beyond this the specific 

meaning is unclear. The proclamation states that 
‘tesu-ami’ had already been generally prohibited; 
however, further verification is required to confirm 
if this statement is true.

③ The prohibition of night salmon fishing was 
met with bewilderment and opposition from 
fishermen in many regions, such as the jurisdiction 
of the Nemuro Office of the Hokkaido Develop-
ment Commission. It is doubtful that the Hokkaido 
Development Commission gave sufficient prior 
consideration to the necessity and effects of the 
prohibition.

④ This proclamation was enacted just before 
the salmon upstream migration season, causing 
confusion between fishery businesses and local 
offices of the Hokkaido Development Commis-
sion.

NOTES AND SUGGESTIONS

YAMADA Shin’ichi : History Studies Group, Research Division, Hokkaido Museum
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